
宅宅地地建建物物取取引引士士資資格格登登録録申申請請等等のの  

事事 務務 のの 手手 引引  
  

  

  
 

★ この「事務の手引」は、登録事項に変更が生じた場合の「変更登録申請書」の提出等、宅宅

地地建建物物取取引引士士のの資資格格登登録録をを受受けけたた方方がが手手続続をを行行うう際際のの参参考考ににななりりまますすののでで、、登登録録をを受受けけたた後後

もも大大切切にに保保管管しし、、活活用用ししててくくだだささいい。。  

★ 申申請請書書類類、、記記入入例例ななどどはは東東京京都都住住宅宅政政策策本本部部ののホホーームムペペーージジかかららダダウウンンロローードドすするるここととがが

ででききまますす（PDF、Word 及び Excel 形式）。                                     

                                        

◆◆  登登録録申申請請等等にに当当たたっっててののごご注注意意  ◆◆  

■■  登録申請等書類の作成は、この説明書をよくお読みの上、行ってください。電話によるお

問合せは、この説明書をよく読んで、なお分からない場合にお願いします。 

■ 登録申請等書類の提出を受ける際には、申請内容についてお伺いしますので、内容を十分

説明できるよう、原原則則ととししてて、、申申請請者者本本人人がが提提出出をを行行っっててくくだだささいい。。  

■ １１５５ペペーージジ以以降降のの申申請請書書類類ををおお使使いいににななるる場場合合はは、、ココピピーーををししててかからら記記入入ししててくくだだささいい。。  

■ 申請書及び添付書類の記入は、鉛鉛筆筆ややイインンククがが消消せせるるボボーールルペペンンをを使使用用ししなないいででくくだだささいい。 

■ 事務の手引の内容は変更になる場合もありますので、ホームページやチャットボットサー

ビス（裏面参照）もご覧ください。 
 

◆◆  宅宅地地建建物物取取引引士士資資格格登登録録申申請請等等ににおおけけるる押押印印のの廃廃止止ににつついいてて  ◆◆  

国において、押印廃止に関する関係省令の改正が行われたことを受け、東京都規則を改正しました（令

和３年３月１日公布・施行）。これにより、省令及び都規則で定める様式への申申請請者者のの押押印印はは不不要要ととななりり

ままししたた。。ななりりすすまましし等等のの不不正正をを防防止止すするるたためめ、、窓窓口口受受付付ににおおききままししてて、、本本人人確確認認書書類類（（例例：：宅宅地地建建物物取取

引引士士証証、、運運転転免免許許証証、、従従業業者者証証明明書書等等））のの提提示示ををおお願願いいいいたたししまますす。。 

なお、第三者によって事実を証明するための一部の添付書類には押印が必要な場合がございます。各手

続ページの提出書類をご確認ください（例：従業者名簿の写しへの代表者印）。 
   

◎ 不動産業課に来庁されましたら、申請書を記入してから受付順番カードをお取りください。 

受付順番カードは、午前９時からお取りいただけます。 

 

受受 付付 時時 間間  

月月曜曜日日かからら金金曜曜日日ままでで((祝祝日日・・年年末末年年始始休休をを除除くく。。))  

午午前前９９時時かからら午午後後５５時時ままでで  

※ 午後の窓口は、大変混雑します。 

比比較較的的空空いいてていいるる午午前前中中のの申申請請ををおお勧勧めめししまますす。。  

  ※ 郵郵送送又又ははオオンンラライインンででのの受受付付をを実実施施ししてておおりりまますす。。必必要要書書類類にに

つついいててはは、、東東京京都都住住宅宅政政策策本本部部ののホホーームムペペーージジででごご確確認認ををおお願願

いいいいたたししまますす。。  

受受 付付 場場 所所  

（（送送  付付  先先））  

〒〒１１６６３３－－８８００００１１    

東東京京都都新新宿宿区区西西新新宿宿二二丁丁目目８８番番１１号号第第二二本本庁庁舎舎３３階階北北側側  

東東京京都都住住宅宅政政策策本本部部民民間間住住宅宅部部不不動動産産業業課課免免許許担担当当  

電電話話  ００３３－－５５３３２２００－－５５００６６３３（（ダダイイヤヤルルイインン））  

保保  存存  版版  

Ｗｅｂ

東京都 宅建士 検索 



      　　申請チャート及び登録実務講習実施機関 １∼２

３

６

９

１０

１１

１２

１４

１４

１５

　　　５　宅地建物取引士証の有効期間が満了した場合

      目目　　　　　　　　次次

　　　１　宅地建物取引士資格登録の申請

　　　２　宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請

　　　３　宅地建物取引士資格登録移転の申請

　　　４　宅地建物取引士証の交付申請

　　　６　宅地建物取引士証の亡失、盗難、汚損等（再交付申請・紛失届）

　　　７　宅地建物取引士死亡等届出（死亡・破産・所定の刑に処せられた場合等）

　　　８　宅地建物取引士登録消除申請

      　　申請書類一覧

申申請請書書類類はは、、東東京京都都住住宅宅政政策策本本部部ののホホーームムペペーージジかかららダダウウンンロローードドすするるここととががででききまますす

（（PPDDFF、、WWoorrdd及及びびEExxcceell形形式式））。。ままたた、、記記入入例例ににつついいててももダダウウンンロローードドすするるここととががででききまますす。。

◆ 宅地建物取引士の申請等の手続に関するチャットボットサービスを開設しております ◆

東京都住宅政策本部ホームページのトップページから【分野別で探す】へ進み、【不動産取引】

ページへ。

https://www.juutakuseisaku.metro.tokyo.lg.jp/fudosan

是非、ご利用ください。

◆オンラインでの申請、届出の受付を行っております◆
この手引きには、来庁又は郵送による申請・届出の方法のみ記載していますが、東京都にお

いては、令和７年１月から、国土交通省手続業務一貫処理システム（eMLIT）によるオンライン
での宅地建物取引士資格登録申請等も可能となりました。
以下の手続についてはオンラインでの申請、届出も受け付けておりますので、詳しくは住宅

政策本部のホームページをご確認ください。

オンライン申請・届出対応可能手続き一覧

■宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請
■宅地建物取引士証の交付申請 ■宅地建物取引士証の書換え交付申請
■宅地建物取引士証の再交付申請 ■宅地建物取引士の死亡等届出

■宅地建物取引士の登録消除申請 ■宅地建物取引士の登録移転申請
■宅地建物取引士の登録申請

はい
いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

はい

東京都で宅建試験に合格
東京都には申請できません。
合格した道府県に申請してください。

登録実務講習を修了しましたか？
（過去１０年以内の受講に限ります。）

東京都には申請できません。
登録している道府県に申請してください。

登録実務講習の受講については各実施機関にお問い合わせください。
２ページ＜登録実務講習実施機関＞をご覧ください。

宅建業に従事する予定がなければ、登録する必要は
ありません。登録しなくても、試験の合格は有効です。
必要になったときに、登録してください。

登録については、 上記の「登録申請チャート」で確認
してください。 登録をしていない場合は取引士証の
交付は受けられません。

従事する予定がなければ、取引士証の交付を受ける
必要はありません。
交付を受けない場合でも、 登録が抹消されることは
ありません。
必要になったときに、交付申請をしてください。

現時点での登録申請はできません。
登録実務講習を受講されるか、実務経験
（申請時から過去１０年以内に２年以上）の
要件を備えてからの申請となります。

宅建業に従事しますか？

登録は完了していますか？

東京都の登録ですか？

宅建業に従事しますか？

取引士証の交付を希望される方は
交付申請（１０ページ）へどうぞ

実務経験がありますか？（申請時から過去１０年以内に２年以上）

登録申請（３ページ）へどうぞ

登録申請チャート

取引士証交付申請チャート

－1－
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１１  宅宅 地地 建建 物物 取取 引引 士士 資資 格格 登登 録録 のの 申申 請請  
  

  宅地建物取引士資格試験合格後、宅地建物取引士として業務に従事しようとする方は、まず、合合格格ししたた試試

験験地地のの都都道道府府県県知知事事の登録を受ける必要があります。 

 取引士として業務に従事する予定のない方は、登録の必要はありません。 

登登録録ししななくくててもも、、試試験験のの合合格格はは有有効効です。 
 

［［登登録録ののででききるる方方］］  

次の①から③までの全てを満たす場合に宅地建物取引士の資格登録をすることができます。 

①①  宅宅地地建建物物取取引引士士資資格格試試験験にに合合格格ししてていいるる方方  

②②  次次のの((11))かからら((33))ままででののいいずずれれかかにに該該当当すするる方方  

(1) 宅地建物取引業の実務経験が申請時から過去１０年以内に２年以上ある方 

実務経験先である宅地建物取引業者に備え付けてある「従業者名簿」に氏名等が載っている 

こと（他の仕事を兼務している期間や昼間部の学生である期間は認められません。）。 

このとき、実務経験として算入できる業務内容は、免許を受けた宅宅地地建建物物取取引引業業者者ととししててのの  

業業務務又又はは宅宅地地建建物物取取引引業業者者のの従従事事者者ととししててのの顧顧客客へへのの説説明明、、物物件件のの調調査査等等具具体体のの取取引引にに関関すするる  

業業務務をいいます。宅地建物取引業の取引実績がない場合や主たる業務が宅地建物取引業でない 

場合は実務経験として認められません。 

また、受付、秘書、総務、人事、経理、財務等の一般管理業務、このほか単に補助的な事務 

は、実務経験とみなされません。 

(2) 登録実務講習実施機関（２ページ参照）での講習を修了してから１０年以内の方 

  ※ 登録実務講習修修了了年年月月日日から１０年以内です。修了証の交付年月日ではありません。 

(3) 国、地方公共団体又はこれらの出資を伴い設立された法人における宅地又は建物の取得、交換 

又は処分に関する業務に主として従事した期間が、申請時から過去１０年以内に２年以上ある方 

③ 宅宅地地建建物物取取引引業業法法第第１１８８条条第第１１項項各各号号にに掲掲げげるる欠欠格格要要件件にに該該当当ししなないい方方 

      特に宅地建物取引業法第１８条第１項第６号及び第７号については、以下の該当要件を確認

してください（以下抜粋）。   

  第６号   拘禁刑以上の刑の執行が終了したか、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経

過しない者  

⇒ 執行猶予を受けている方は、執行猶予期間が満了すればその翌日から登録申請できます。 

第７号   下記による罰金刑の執行が終了したか、又は執行を受けることがなくなった日から５年を 

     経過しない者 

① 宅地建物取引業法違反 

② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定違反 

③ 刑法の傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪を犯したこと。 

④ 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したこと。  

   
  

［［提提出出書書類類］］     

来庁申請と郵送申請では提出書類に違いがあります。詳細は４ページの一覧表をご覧ください。 

［［そそのの他他］］  

① 登録の決定には、３０日程度（土・日・祝日を含む。）要します。なお、申請が集中する時期は４０ 

日程度を要し、要件不備等の理由による補正があった場合には、更に日数を要することがあります。 

② 登録通知は、普通郵便はがきで発送します。受受領領後後はは、、ははががききにに記記載載さされれたた住住所所・・氏氏名名にに誤誤りりがが  

なないいかか、、必必ずずごご確確認認くくだだささいい。。  

③③  宅宅地地建建物物取取引引士士証証がが必必要要なな方方はは、、登登録録通通知知をを受受領領ししたた後後、、別別途途、、交交付付申申請請のの手手続続をを行行っっててくくだだささいい  

（（１１００ペペーージジ参参照照））。。  

ご注意 ＜登録実務講習実施機関＞

◎◎　　詳詳細細はは各各実実施施機機関関ににおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。 　　　　　　　　　　　

株式会社東京リーガルマインド ０３－５９１３－６３１０

株式会社日建学院 ０１２０－２４３－２２９

ＴＡＣ株式会社 東京都千代田区神田三崎町３－２－１８ ０１２０－５０９－１１７

株式会社日本ビジネス法研究所 (日本宅建学院） 東京都千代田区神田須田町２－２３－１１ ０３－３２５１－６６５１

一般社団法人ＴＡＫＫＹＯ ０４７－４８１－４１５５

一般社団法人職能研修会 ０４５－５９４－７１８１

株式会社Kenビジネススクール ０３－６６８４－２３２８

一般財団法人ハートステーション ０４５－２２８－９０６３

株式会社プライシングジャパン ０１２０－９８２－３８２

宅建ダイナマイト合格スクール株式会社

東京都中野区中野４－１１－１０

東京都豊島区池袋２－３８－２ COSMYⅠ５階

千葉県八千代市ゆりのき台２－５－７
サンメールゆりのき台２０２号室
神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町１－８－１
川元ビル１階

東京都新宿区新宿５丁目１番１号

 令和７年６月２５日現在

機関名称 事務所所在地 電話番号

神奈川県横浜市中区住吉町６－７６－３

埼玉県八潮市大瀬1－1－1
マインループ１０１７号
東京都新宿区四谷三栄町２－１４
四ツ谷ビジネスガーデン

TOP宅建学院 一般社団法人日本就職支援協会 東京都渋谷区渋谷２－１４－１３ ０３－３４９８－０３８０

※ 東京都及び近隣県の登録実務講習実施機関のみ記載しています。追加又は業務の廃止があった場合等は、国土交通省ホーム
ページの「登録実務講習実施機関一覧」が随時更新されますので、ご確認ください。

大原出版　株式会社
東京都千代田区西神田２－４－９
第二錦水ビル６階

０３－３２９２－６３０７

株式会社総合資格学院法定講習センター 東京都新宿区西新宿１－２６－２ ０３－３３４０－２８０１

はい
いいえ

はい
いいえ

変更があった場合は、
遅滞なく手続をしてください。

取引士証はお持ちですか？

「氏名」「住所」変更の方 「本籍」「勤務先」変更の方

氏名、住所、本籍及び勤務先に
変更がありますか？

<重要！>

変更登録申請と併せて、書換え交付申請を
行う必要があります。

変更登録申請（６ページ）をご覧ください。

変 更 登 録 申 請 書 を 提 出 し て く だ さ い 。

書換え交付申請の必要はありません。
変更登録申請（６ページ）へどうぞ。

変更登録申請チャート

－2－ －3－



１１  宅宅 地地 建建 物物 取取 引引 士士 資資 格格 登登 録録 のの 申申 請請  
  

  宅地建物取引士資格試験合格後、宅地建物取引士として業務に従事しようとする方は、まず、合合格格ししたた試試

験験地地のの都都道道府府県県知知事事の登録を受ける必要があります。 

 取引士として業務に従事する予定のない方は、登録の必要はありません。 

登登録録ししななくくててもも、、試試験験のの合合格格はは有有効効です。 
 

［［登登録録ののででききるる方方］］  

次の①から③までの全てを満たす場合に宅地建物取引士の資格登録をすることができます。 

①①  宅宅地地建建物物取取引引士士資資格格試試験験にに合合格格ししてていいるる方方  

②②  次次のの((11))かからら((33))ままででののいいずずれれかかにに該該当当すするる方方  

(1) 宅地建物取引業の実務経験が申請時から過去１０年以内に２年以上ある方 

実務経験先である宅地建物取引業者に備え付けてある「従業者名簿」に氏名等が載っている 

こと（他の仕事を兼務している期間や昼間部の学生である期間は認められません。）。 

このとき、実務経験として算入できる業務内容は、免許を受けた宅宅地地建建物物取取引引業業者者ととししててのの  

業業務務又又はは宅宅地地建建物物取取引引業業者者のの従従事事者者ととししててのの顧顧客客へへのの説説明明、、物物件件のの調調査査等等具具体体のの取取引引にに関関すするる  

業業務務をいいます。宅地建物取引業の取引実績がない場合や主たる業務が宅地建物取引業でない 

場合は実務経験として認められません。 

また、受付、秘書、総務、人事、経理、財務等の一般管理業務、このほか単に補助的な事務 

は、実務経験とみなされません。 

(2) 登録実務講習実施機関（２ページ参照）での講習を修了してから１０年以内の方 

  ※ 登録実務講習修修了了年年月月日日から１０年以内です。修了証の交付年月日ではありません。 

(3) 国、地方公共団体又はこれらの出資を伴い設立された法人における宅地又は建物の取得、交換 

又は処分に関する業務に主として従事した期間が、申請時から過去１０年以内に２年以上ある方 

③ 宅宅地地建建物物取取引引業業法法第第１１８８条条第第１１項項各各号号にに掲掲げげるる欠欠格格要要件件にに該該当当ししなないい方方 

      特に宅地建物取引業法第１８条第１項第６号及び第７号については、以下の該当要件を確認

してください（以下抜粋）。   

  第６号   拘禁刑以上の刑の執行が終了したか、又は執行を受けることがなくなった日から５年を経

過しない者  

⇒ 執行猶予を受けている方は、執行猶予期間が満了すればその翌日から登録申請できます。 

第７号   下記による罰金刑の執行が終了したか、又は執行を受けることがなくなった日から５年を 

     経過しない者 

① 宅地建物取引業法違反 

② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定違反 

③ 刑法の傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪を犯したこと。 

④ 暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したこと。  

   
  

［［提提出出書書類類］］     

来庁申請と郵送申請では提出書類に違いがあります。詳細は４ページの一覧表をご覧ください。 

［［そそのの他他］］  

① 登録の決定には、３０日程度（土・日・祝日を含む。）要します。なお、申請が集中する時期は４０ 

日程度を要し、要件不備等の理由による補正があった場合には、更に日数を要することがあります。 

② 登録通知は、普通郵便はがきで発送します。受受領領後後はは、、ははががききにに記記載載さされれたた住住所所・・氏氏名名にに誤誤りりがが  

なないいかか、、必必ずずごご確確認認くくだだささいい。。  

③③  宅宅地地建建物物取取引引士士証証がが必必要要なな方方はは、、登登録録通通知知をを受受領領ししたた後後、、別別途途、、交交付付申申請請のの手手続続をを行行っっててくくだだささいい  

（（１１００ペペーージジ参参照照））。。  

ご注意 ＜登録実務講習実施機関＞

◎◎　　詳詳細細はは各各実実施施機機関関ににおお問問いい合合わわせせくくだだささいい。。 　　　　　　　　　　　

株式会社東京リーガルマインド ０３－５９１３－６３１０

株式会社日建学院 ０１２０－２４３－２２９

ＴＡＣ株式会社 東京都千代田区神田三崎町３－２－１８ ０１２０－５０９－１１７

株式会社日本ビジネス法研究所 (日本宅建学院） 東京都千代田区神田須田町２－２３－１１ ０３－３２５１－６６５１

一般社団法人ＴＡＫＫＹＯ ０４７－４８１－４１５５

一般社団法人職能研修会 ０４５－５９４－７１８１

株式会社Kenビジネススクール ０３－６６８４－２３２８

一般財団法人ハートステーション ０４５－２２８－９０６３

株式会社プライシングジャパン ０１２０－９８２－３８２

宅建ダイナマイト合格スクール株式会社

東京都中野区中野４－１１－１０

東京都豊島区池袋２－３８－２ COSMYⅠ５階

千葉県八千代市ゆりのき台２－５－７
サンメールゆりのき台２０２号室
神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町１－８－１
川元ビル１階

東京都新宿区新宿５丁目１番１号

 令和７年６月２５日現在

機関名称 事務所所在地 電話番号

神奈川県横浜市中区住吉町６－７６－３

埼玉県八潮市大瀬1－1－1
マインループ１０１７号
東京都新宿区四谷三栄町２－１４
四ツ谷ビジネスガーデン

TOP宅建学院 一般社団法人日本就職支援協会 東京都渋谷区渋谷２－１４－１３ ０３－３４９８－０３８０

※ 東京都及び近隣県の登録実務講習実施機関のみ記載しています。追加又は業務の廃止があった場合等は、国土交通省ホーム
ページの「登録実務講習実施機関一覧」が随時更新されますので、ご確認ください。

大原出版　株式会社
東京都千代田区西神田２－４－９
第二錦水ビル６階

０３－３２９２－６３０７

株式会社総合資格学院法定講習センター 東京都新宿区西新宿１－２６－２ ０３－３３４０－２８０１

はい
いいえ

はい
いいえ

変更があった場合は、
遅滞なく手続をしてください。

取引士証はお持ちですか？

「氏名」「住所」変更の方 「本籍」「勤務先」変更の方

氏名、住所、本籍及び勤務先に
変更がありますか？

<重要！>

変更登録申請と併せて、書換え交付申請を
行う必要があります。

変更登録申請（６ページ）をご覧ください。

変 更 登 録 申 請 書 を 提 出 し て く だ さ い 。

書換え交付申請の必要はありません。
変更登録申請（６ページ）へどうぞ。

変更登録申請チャート

－2－ －3－



（A 4）

東 京 都 知事　殿

申請者

東東　　京京子子

受  付  番  号 受  付  年  月  日

◎申請者に関する事項

都道府県 市郡区 区町村

都道府県 市郡区 区町村

確認欄

～

～

～

確認欄

確認欄

確認欄

確認欄

（注） と

東東  京京

[[ 記記 入入 例例 ]]

様式第五号（第14条の3関係）

3 1 0

登   録   申   請   書
（第一面）

宅地建物取引業法第19条第1項の規定により、同法第18条第1項の登録

を申請します。

カラー写真

タテ3.0cm 年年    ４４  月月  　　５５日日

ヨコ2.4cm

顔の大きさ

令令和和　　８８

　　2cm程度 郵便番号（  118822--00002266  ）

裏面に氏名記入 住　所

氏　名

項番

11 フ　リ　ガ　ナ アア スス ゛゙ ママ キキ ﾖﾖ ウウ ココ

氏　　　　　名 東東 京京 子子

生　年  月  日 SS ６６ ３３ 年 ２２ ７７ 日

郵　便　番  号 １１ ８８ ２２ ００

８８ ００

性  別 ２２ １．男　２．女

００

００ ９９ 月

調調  布布

３３ ５５ ――

２２ ６６

住所市区町村コード １１ ３３ ２２ ００

住         所
小小 島島 町町 ２２ ―― １１

電　話　番　号 ００ ４４ ２２ ―― １１ ２２ ３３ ―― ４４ ５５ ６６ ７７

本籍市区町村コード １１ ３３ １１ ００ １１ ６６ 東東 京京

本　　　　籍
九九 段段 南南 一一 丁丁 目目 ６６ 番番

◎実務経験に関する事項

12 実務経験先の免許証番号 商号又は名称

実務経験先での職務内容 期間

実務経験先の免許証番号 商号又は名称

実務経験先での職務内容 期間

実務経験先の免許証番号 商号又は名称

実務経験先での職務内容 期間

合　計 年 月間

◎国土交通大臣の認定に関する事項

13 認　定　コ　ー　ド １１ 認定年月日 RR ００ ８８年 ００ ２２月 ２２ ４４日

◎試験に関する事項

14 合 格 証 書 番 号 ２２ ５５ １１ ３３ ９９ ８８ ２２ ６６７７ ６６ 合格年月日 RR ００ ７７

産産 株株

年 １１ １１月

社社

日

◎業務に従事する宅地建物取引業に関する事項

15
商 号 又 は 名 称

都都 庁庁 不不 動動 式式 会会

３３

千千代代田田

登   録   番   号

東東京京都都調調布布市市小小島島町町22--3355--11

３３

・ 15 は、宅建業者に勤務していない場合は、空欄のまま

４４ ３３

・

1122

12

２２

13 は、いずれかに記入。登録実務講習修了者は認定コードを１と記入

免　許　証　番　号 １１

* * *

＊

＊

＊

＊

＊

*

氏名欄：自筆、パソコンによる印刷
のいずれでも構いません。

記入しません

丁目、番地、号は「－」を記入

提出書類③身分証明書と同じ本籍を同じ書き方で記入

提出書類⑧-Ｂ登録実務講習の修了年月日を記入

住所市区町村コードは（総務省編「全国地方公共団体コード」）を参照

免許証番号は、東京都知事の場合は１３、国土交通大臣の場合は００と記載してください。

本籍地市区町村コードは（総務省編「全国地方公共団体コード」）を参照、外国籍の場合「９９００００」を記入

  

  (※) 宅地建物取引業法第 18条第 1項第 12号に該当しないことを証する書面として、「登記されていないことの証明書」を提出できない方は、宅地建物取引士の事

務を適正に行う能力を有する旨を記載した「医師の診断書」をご提出いただくことで、個別に審査することができます。事前に不動産業課までお問い合わせください。 

♦取引士証の氏名に旧姓の併記を希望する場合については、手続方法を事前に不動産業課までお問い合わせください。 

提 出 書 類 等 説  明 （提出部数は各１部です。） 

①①  登登録録申申請請書書  

様式第五号 → １５ページ   記入例は５ページ参照 

「市区町村コード」の欄は、総務省編「全国地方公共団体コード」の該当する市区町村のコードを記入してください。 

来庁の場合は、不動産業課窓口備付けのコード表でもお調べいただけます。 

②②  誓誓  約約  書書  様式第六号 → １６ページ 

③③  身身分分証証明明書書  

□ 本籍地の市区町村で発行されます。戸戸籍籍抄抄本本やや運運転転免免許許証証ででははあありりまませせんん。。 

成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の証明（禁治産者、準禁治産者ではないと表示されています。） 

並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明です。 

□ 発行日から３か月以内のもの。コピーは不可 

□ 外国籍の方は身分証明書の代わりに誓約書（２０ページ）を提出してください。 

④④  登登記記さされれてていいなないい  

ここととのの証証明明書書（（※※）） 

□ 東京法務局後見登録課及び全国の法務局・地方法務局（本局）の戸籍課で発行されます。 

［成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明です。外国籍の方も必要です。］ 

□ 発行日から３か月以内のもの。コピーは不可 

⑤⑤  住住 民民 票票  

（（申申請請者者本本人人のの分分））  

□ 本籍・続柄の記載は不要 

□ 外国籍の方は、国籍等並びに在留カードに記載されている在留資格・在留期間・在留期間の満了の日及び在

留カードの番号又は特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号の記載があるものを提出し

てください。 

□ 発行日から３か月以内、個個人人番番号号（（ママイイナナンンババーー））のの記記載載さされれてていいなないいもの。コピーは不可 

⑥⑥  合合 格格 証証 書書  

□ 来庁の場合は、原原本本（提示用）とココピピーー（提出用）の両方を持参してください。 

□ 郵送の場合は、ココピピーーの余白に「「原原本本とと相相違違あありりまませせんん」」と記入し、署名してください（原本は送らないでください。）。 

 ※合格証書の紛失等で合格証明書の発行を受けた方は、来庁、郵送ともに証明書の原本を提出してください。  

※合格証書に記載の氏名から変更があった場合は、旧姓・新姓のつながりが確認できる戸籍抄本（発行日から

３か月以内のもの。コピーは不可）が必要となります。 

⑦⑦  顔顔 写写 真真  

１１  枚枚  

□ ①の登録申請書に貼ってください。 

□ 縦３cm×横2.4cm、顔の大きさ２cm程度。６か月以内に撮影した、カラー、無帽、正面、上三分身及び無地無背景の

写真。ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性のあるもの、画像を加工したもの、又は

人物が収まっていないものは不可 

□ 写真の裏面には、申請者の氏名を記入してください。記入の際は、表面にインクがにじまないように、また、

凹凸が出ないように注意してください。 

⑧⑧  登登録録資資格格をを証証すするる書書面面    

（（ＡＡ～～ＣＣののいいずずれれかかのの

書書面面））  

ＡＡ 実務経験が２年以上ある方 (1)と(2)の両方が必要になります。 

((11))  実実務務経経験験証証明明書書（様式第五号の二） → １７ページ 

((22))「「従従業業者者名名簿簿」」ののココピピーー（実務経験の証明期間と対応するもの。事務所ごとに必要） 

□ 実務経験先の宅建業者が保管しているものです（様式第八号の二）。 

□「原本の内容と相違ありません。」と記入し、証明日、会社名、代表者名及び代表者印により証明してください。 

((33))  業業務務内内容容証証明明書書（１８ページ） 郵送の場合は必須です。来庁の場合は、上記(1)(2)で職務内容が不明確な

場合等、実務経験の確認に必要と認めた場合に提出を求めます。 

上上記記以以外外にに書書類類のの追追加加をを必必要要ととすするる場場合合  

※このほか、関係資料（被保険者記録照会回答票、源泉徴収票、出向証明書（２４ページ）、宅地建物取引業経

歴書等）の提出を求める場合があります。 

※上記書類について、登録通知後、事実に相違することが判明した場合には、登録消除処分となります。この

場合、虚偽の証明を行った宅地建物取引業者は、監督処分を受けることになります。内容をよくご確認の上、

ご提出ください。 

ＢＢ  登録実務講習修了者  

□ 講講習習実実施施機機関関のの発発行行すするる修修了了証証（登録実務講習修了年月日から１０年間有効）※ コピー不可、原本を提出 

ＣＣ  国、地方公共団体等における２年以上の実務経験者 

□ 各団体の証明書、その他の書類が必要となりますので、ご相談ください。 

⑨⑨  従従業業者者証証明明書書  

□ 現在、宅建業者に勤務し、宅建業に従事している方 

「従業者証明書」は宅地建物取引業法第４８条第１項で定められたものです。 

現在の勤務先で発行されたものです。 

※ 現在出向中の方は出向証明書（２４ページ）を併せて提出してください。 

□ 来庁の場合は、原原本本（提示用）とココピピーー（提出用）の両方を持参してください。 

□ 郵送の場合は、ココピピーーの余白に「「原原本本とと相相違違あありりまませせんん」」と記入し、署名してください（原本は送らないでください。）。  

⑩⑩  未未成成年年者者のの方方  

(1) 営業に関する法定代理人の許可書（第４号様式） → １９ページ  

(2) 戸籍謄本 

(3) 法定代理人の本人確認書類（運転免許証等）のコピー 

⑪⑪  本本人人確確認認書書類類  

□ 来庁の場合は、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等の原原本本（提示用） 

□ 郵送の場合は、顔写真の入った本人確認書類のコピーの余白に申請者と日中に連絡できる電話番号（携帯、

勤務先）を記入してください。また、顔が分かる大きさに拡大してください。 

⑫⑫  登登録録手手数数料料  

□  来庁の場合は、３３７７,,００００００円円（現金でお持ちください。収収入入証証紙紙ででははあありりまませせんん。） 

□ 郵送の場合は、上記①から⑪までの書類を確認後、電話にてご連絡させていただきます。その時に、登録手

数料（（３３７７,,００００００円円））の納付についてご案内します。  

⑬⑬  返返信信用用封封筒筒  

（（郵郵送送のの場場合合））  

□ Ａ４の書類を折らずに入れられる封筒（角２）に、２７０円分の切手を貼付し、宛先は本人の住所を記入し 

てください。 

□ 簡易書留等の郵送方法をご希望の場合は、必要金額の切手を貼付してください。 

※来庁申請と郵送申請で提出書類が違う場合はその旨が記載されています。記載のないものは共通です。 
 

－4－ －5－



（A 4）

東 京 都 知事　殿

申請者

東東　　京京子子

受  付  番  号 受  付  年  月  日

◎申請者に関する事項

都道府県 市郡区 区町村

都道府県 市郡区 区町村

確認欄

～

～

～

確認欄

確認欄

確認欄

確認欄

（注） と

東東  京京

[[ 記記 入入 例例 ]]

様式第五号（第14条の3関係）

3 1 0

登   録   申   請   書
（第一面）

宅地建物取引業法第19条第1項の規定により、同法第18条第1項の登録

を申請します。

カラー写真

タテ3.0cm 年年    ４４  月月  　　５５日日

ヨコ2.4cm

顔の大きさ

令令和和　　８８

　　2cm程度 郵便番号（  118822--00002266  ）

裏面に氏名記入 住　所

氏　名

項番

11 フ　リ　ガ　ナ アア スス ゛゙ ママ キキ ﾖﾖ ウウ ココ

氏　　　　　名 東東 京京 子子

生　年  月  日 SS ６６ ３３ 年 ２２ ７７ 日

郵　便　番  号 １１ ８８ ２２ ００

８８ ００

性  別 ２２ １．男　２．女

００

００ ９９ 月

調調  布布

３３ ５５ ――

２２ ６６

住所市区町村コード １１ ３３ ２２ ００

住         所
小小 島島 町町 ２２ ―― １１

電　話　番　号 ００ ４４ ２２ ―― １１ ２２ ３３ ―― ４４ ５５ ６６ ７７

本籍市区町村コード １１ ３３ １１ ００ １１ ６６ 東東 京京

本　　　　籍
九九 段段 南南 一一 丁丁 目目 ６６ 番番

◎実務経験に関する事項

12 実務経験先の免許証番号 商号又は名称

実務経験先での職務内容 期間

実務経験先の免許証番号 商号又は名称

実務経験先での職務内容 期間

実務経験先の免許証番号 商号又は名称

実務経験先での職務内容 期間

合　計 年 月間

◎国土交通大臣の認定に関する事項

13 認　定　コ　ー　ド １１ 認定年月日 RR ００ ８８年 ００ ２２月 ２２ ４４日

◎試験に関する事項

14 合 格 証 書 番 号 ２２ ５５ １１ ３３ ９９ ８８ ２２ ６６７７ ６６ 合格年月日 RR ００ ７７

産産 株株

年 １１ １１月

社社

日

◎業務に従事する宅地建物取引業に関する事項

15
商 号 又 は 名 称

都都 庁庁 不不 動動 式式 会会

３３

千千代代田田

登   録   番   号

東東京京都都調調布布市市小小島島町町22--3355--11

３３

・ 15 は、宅建業者に勤務していない場合は、空欄のまま

４４ ３３

・

1122

12

２２

13 は、いずれかに記入。登録実務講習修了者は認定コードを１と記入

免　許　証　番　号 １１

* * *

＊

＊

＊

＊

＊

*

氏名欄：自筆、パソコンによる印刷
のいずれでも構いません。

記入しません

丁目、番地、号は「－」を記入

提出書類③身分証明書と同じ本籍を同じ書き方で記入

提出書類⑧-Ｂ登録実務講習の修了年月日を記入

住所市区町村コードは（総務省編「全国地方公共団体コード」）を参照

免許証番号は、東京都知事の場合は１３、国土交通大臣の場合は００と記載してください。

本籍地市区町村コードは（総務省編「全国地方公共団体コード」）を参照、外国籍の場合「９９００００」を記入

  

  (※) 宅地建物取引業法第 18条第 1項第 12号に該当しないことを証する書面として、「登記されていないことの証明書」を提出できない方は、宅地建物取引士の事

務を適正に行う能力を有する旨を記載した「医師の診断書」をご提出いただくことで、個別に審査することができます。事前に不動産業課までお問い合わせください。 

♦取引士証の氏名に旧姓の併記を希望する場合については、手続方法を事前に不動産業課までお問い合わせください。 

提 出 書 類 等 説  明 （提出部数は各１部です。） 

①①  登登録録申申請請書書  

様式第五号 → １５ページ   記入例は５ページ参照 

「市区町村コード」の欄は、総務省編「全国地方公共団体コード」の該当する市区町村のコードを記入してください。 

来庁の場合は、不動産業課窓口備付けのコード表でもお調べいただけます。 

②②  誓誓  約約  書書  様式第六号 → １６ページ 

③③  身身分分証証明明書書  

□ 本籍地の市区町村で発行されます。戸戸籍籍抄抄本本やや運運転転免免許許証証ででははあありりまませせんん。。 

成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当しない旨の証明（禁治産者、準禁治産者ではないと表示されています。） 

並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の証明です。 

□ 発行日から３か月以内のもの。コピーは不可 

□ 外国籍の方は身分証明書の代わりに誓約書（２０ページ）を提出してください。 

④④  登登記記さされれてていいなないい  

ここととのの証証明明書書（（※※）） 

□ 東京法務局後見登録課及び全国の法務局・地方法務局（本局）の戸籍課で発行されます。 

［成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明です。外国籍の方も必要です。］ 

□ 発行日から３か月以内のもの。コピーは不可 

⑤⑤  住住 民民 票票  

（（申申請請者者本本人人のの分分））  

□ 本籍・続柄の記載は不要 

□ 外国籍の方は、国籍等並びに在留カードに記載されている在留資格・在留期間・在留期間の満了の日及び在

留カードの番号又は特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号の記載があるものを提出し

てください。 

□ 発行日から３か月以内、個個人人番番号号（（ママイイナナンンババーー））のの記記載載さされれてていいなないいもの。コピーは不可 

⑥⑥  合合 格格 証証 書書  

□ 来庁の場合は、原原本本（提示用）とココピピーー（提出用）の両方を持参してください。 

□ 郵送の場合は、ココピピーーの余白に「「原原本本とと相相違違あありりまませせんん」」と記入し、署名してください（原本は送らないでください。）。 

 ※合格証書の紛失等で合格証明書の発行を受けた方は、来庁、郵送ともに証明書の原本を提出してください。  

※合格証書に記載の氏名から変更があった場合は、旧姓・新姓のつながりが確認できる戸籍抄本（発行日から

３か月以内のもの。コピーは不可）が必要となります。 

⑦⑦  顔顔 写写 真真  

１１  枚枚  

□ ①の登録申請書に貼ってください。 

□ 縦３cm×横2.4cm、顔の大きさ２cm程度。６か月以内に撮影した、カラー、無帽、正面、上三分身及び無地無背景の

写真。ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性のあるもの、画像を加工したもの、又は

人物が収まっていないものは不可 

□ 写真の裏面には、申請者の氏名を記入してください。記入の際は、表面にインクがにじまないように、また、

凹凸が出ないように注意してください。 

⑧⑧  登登録録資資格格をを証証すするる書書面面    

（（ＡＡ～～ＣＣののいいずずれれかかのの

書書面面））  

ＡＡ 実務経験が２年以上ある方 (1)と(2)の両方が必要になります。 

((11))  実実務務経経験験証証明明書書（様式第五号の二） → １７ページ 

((22))「「従従業業者者名名簿簿」」ののココピピーー（実務経験の証明期間と対応するもの。事務所ごとに必要） 

□ 実務経験先の宅建業者が保管しているものです（様式第八号の二）。 

□「原本の内容と相違ありません。」と記入し、証明日、会社名、代表者名及び代表者印により証明してください。 

((33))  業業務務内内容容証証明明書書（１８ページ） 郵送の場合は必須です。来庁の場合は、上記(1)(2)で職務内容が不明確な

場合等、実務経験の確認に必要と認めた場合に提出を求めます。 

上上記記以以外外にに書書類類のの追追加加をを必必要要ととすするる場場合合  

※このほか、関係資料（被保険者記録照会回答票、源泉徴収票、出向証明書（２４ページ）、宅地建物取引業経

歴書等）の提出を求める場合があります。 

※上記書類について、登録通知後、事実に相違することが判明した場合には、登録消除処分となります。この

場合、虚偽の証明を行った宅地建物取引業者は、監督処分を受けることになります。内容をよくご確認の上、

ご提出ください。 

ＢＢ  登録実務講習修了者  

□ 講講習習実実施施機機関関のの発発行行すするる修修了了証証（登録実務講習修了年月日から１０年間有効）※ コピー不可、原本を提出 

ＣＣ  国、地方公共団体等における２年以上の実務経験者 

□ 各団体の証明書、その他の書類が必要となりますので、ご相談ください。 

⑨⑨  従従業業者者証証明明書書  

□ 現在、宅建業者に勤務し、宅建業に従事している方 

「従業者証明書」は宅地建物取引業法第４８条第１項で定められたものです。 

現在の勤務先で発行されたものです。 

※ 現在出向中の方は出向証明書（２４ページ）を併せて提出してください。 

□ 来庁の場合は、原原本本（提示用）とココピピーー（提出用）の両方を持参してください。 

□ 郵送の場合は、ココピピーーの余白に「「原原本本とと相相違違あありりまませせんん」」と記入し、署名してください（原本は送らないでください。）。  

⑩⑩  未未成成年年者者のの方方  

(1) 営業に関する法定代理人の許可書（第４号様式） → １９ページ  

(2) 戸籍謄本 

(3) 法定代理人の本人確認書類（運転免許証等）のコピー 

⑪⑪  本本人人確確認認書書類類  

□ 来庁の場合は、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等の原原本本（提示用） 

□ 郵送の場合は、顔写真の入った本人確認書類のコピーの余白に申請者と日中に連絡できる電話番号（携帯、

勤務先）を記入してください。また、顔が分かる大きさに拡大してください。 

⑫⑫  登登録録手手数数料料  

□  来庁の場合は、３３７７,,００００００円円（現金でお持ちください。収収入入証証紙紙ででははあありりまませせんん。） 

□ 郵送の場合は、上記①から⑪までの書類を確認後、電話にてご連絡させていただきます。その時に、登録手

数料（（３３７７,,００００００円円））の納付についてご案内します。  

⑬⑬  返返信信用用封封筒筒  

（（郵郵送送のの場場合合））  

□ Ａ４の書類を折らずに入れられる封筒（角２）に、２７０円分の切手を貼付し、宛先は本人の住所を記入し 

てください。 

□ 簡易書留等の郵送方法をご希望の場合は、必要金額の切手を貼付してください。 

※来庁申請と郵送申請で提出書類が違う場合はその旨が記載されています。記載のないものは共通です。 
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  [[提提出出書書類類]] 変更事項によって添付書類が異なります。下の表をよくご確認ください。 

○○  全全ててのの方方がが提提出出すするる書書類類  

提 出 書 類 説  明 

宅宅地地建建物物取取引引士士資資格格登登録録簿簿変変更更登登録録申申請請書書  

２２部部（（正正本本１１部部、、副副本本（（ココピピーー可可））１１部部）） 

様式第七号 → ２１ページ   
・記入例は８ページ参照 
・「市区町村コード」の欄は、総務省編「全国地方 

公共団体コード」の該当する市区町村のコード
を記入してください。 

○○  該該当当すするる方方がが添添付付すするる書書類類     ※添付書類は、全全てて原原本本１１部部の提出となります（ココピピーーはは不不可可）。 

変 更 事 項  添 付 書 類  説  明  

 

氏 名 

 項番 11 

 

 

 

 

現に有効な取引士証を 

お持ちの方は併せて 

提出してください。 

戸戸籍籍抄抄本本又は戸戸籍籍謄謄本本 

・変更年月日記載のもので、旧姓・新姓のつなが

りが分かるもの 

・発行日から３か月以内のもの 

・氏名及び本籍変更を同時に提出する場合は１通 

宅宅 地地 建建 物物 取取 引引 士士 証証  

書書 換換 ええ 交交 付付 申申 請請 書書  
様式第七号の四 → ２６ページ 

宅宅 地地 建建 物物 取取 引引 士士 証証  本体 

顔顔写写真真      1 枚 

・縦３cm×横 2.4cm（顔の大きさ２cm 程度）。６か 
 月以内に撮影した、カラー、無帽、正面、上三

分身及び無地無背景の写真。ポラロイド写真、
光沢紙でないもの、不鮮明なもの、画像を加工
したもの、又は人物が収まっていないものは不
可。顔写真をデータ化して取引士証に使用しま
す。  

・写真の裏面には、申請者の氏名を記入してくだ 
さい。記入の際は、表面にインクがにじまない 
ように、また、凹凸が出ないように注意してく
ださい。 

 

住 所 

       項番 12 

 

 

 
 

現に有効な取引士証を 

お持ちの方は併せて 

提出してください。 

住住民民票票（申請者本人の分） 

・住居表示変更（市町村合併による変更も含む。）
の場合は、役所発行の証明書又は住民票 

・外国籍の方は、国籍等並びに在留カードに記載
の在留資格、在留期間、在留期間満了の日及び
在留カードの番号又は特別永住者証明書に記載
の特別永住者証明書の番号の記載のあるもの 

・発行日から３か月以内、個個人人番番号号（（ママイイナナンンババ
ーー））のの記記載載さされれてていいなないいもの 

宅宅 地地 建建 物物 取取 引引 士士 証証  

書書 換換 ええ 交交 付付 申申 請請 書書  
様式第七号の四 → ２６ページ 

宅宅 地地 建建 物物 取取 引引 士士 証証  本体 

本 籍  項番 13  戸戸籍籍抄抄本本又は戸戸籍籍謄謄本本 発行日から３か月以内のもの 

勤務先 

 

項番 14  

入 社  

入入社社証証明明書書 

（入社日が記載されており、 

代表者印のあるもの） 

２２ページの例 参照 

※雇用契約書・内定通知書ではあり

ませんのでご注意ください。 

・証明書には、宅建業免許証番号を記入のこと。 
・出向の場合は、出出向向証証明明書書（出向元会社の代表

者印のあるもの）。２４ページの例 参照 
・新規免許申請の場合は、宅建業の免許証交付後、 

遅滞なく届け出ること。 

退 職  

退退職職証証明明書書 

（退職日が記載されており、 

代表者印のあるもの） 

２３ページの例 参照 

出向解除の場合は、出出向向解解除除証証明明書書（出向元会社

の代表者印のあるもの）。２５ページの例 参照 

商号(名称)変更 

又は免許換え  

添付書類は必要ありません。ただし、宅建業者が、その旨の変更等の届出を完

了していることが必要となります。  

♦ 取引士証の氏名に旧姓の併記を希望する場合については、手続方法を事前に不動産業課までお問合い合わせください。 

２２  宅宅地地建建物物取取引引士士資資格格登登録録簿簿登登録録事事項項のの変変更更登登録録申申請請  

  

 資格登録者は、住所や勤務先等、登録事項に変更が生じた場合は、遅滞なく、登録している都道府県に 

変更登録申請をしなければなりません。 

 

ご注意    宅地建物取引業者が行う専任の取引士等の就任及び退任に伴う変更届は、宅地建物取引 

業者として免許権者に届け出るものです。その届出により取取引引士士個個人人のの登登録録簿簿のの内内容容がが、、  

自自動動的的にに変変更更さされれるるここととははあありりまませせんん。。  

  取取引引士士個個人人のの従従事事先先をを変変更更ししてていいなないいとと宅宅地地建建物物取取引引業業者者のの専専任任のの取取引引士士のの変変更更申申請請  

のの受受付付ががででききなないい場場合合ががあありりまますす。。  

以下のとおり、取引士個人の資格登録簿の変更登録申請書（様式第七号 → ２１ページ） 

を提出してください。 

※ 宅宅地地建建物物取取引引士士証証のの有有効効期期間間がが満満了了ししたた方方はは、、１１１１ペペーージジ参参照照  

※ 宅宅地地建建物物取取引引士士証証のの亡亡失失、、盗盗難難、、汚汚損損等等ののああるる方方はは、、１１２２ペペーージジ参参照照  

  

 

[[申申請請方方法法]]  本本人人来来庁庁にによよるる申申請請、、代代理理人人来来庁庁にによよるる申申請請又は郵郵送送にによよるる申申請請ができます。 

代理人の来庁による申請及び郵送による申請の場合には、本人の来庁による申請の場合と提 

出していただくものが若干異なりますので、よくお読みの上、申請してください。 

  

○○  来来庁庁にによよるる申申請請  

来庁する方 持 参 す る も の 

本 人 

・申請書類一式（７ページの［［提提出出書書類類］］参照） 

・宅地建物取引士証（交付を受けていない方は、運転免許証、パスポート、マ

イナンバーカード等の本人確認書類） 

代理人 

・申請書類一式（７ページの［［提提出出書書類類］］参照） 

・本人からの委任状（任意様式） 

・宅地建物取引士証のコピー（氏名・住所変更の場合は、取引士証本体） 

・代理人の本人確認書類（運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等） 

※ なりすまし等の不正を防止するため、窓口受付におきまして、本人確認書類（例：宅地建物取引士証、

運転免許証、従業者証明書等）の提示をお願いいたします。 
 

○○  郵郵送送にによよるる申申請請  

同封するもの 

・申請書類一式（７ページの［［提提出出書書類類］］参照） 

・宅地建物取引士証のコピー（氏名・住所変更の場合は、取引士証本体） 

・返信用封筒（普通郵便分の切手を貼り、宛先（本人住所又は登録従事先）を

記入したもの。取引士証本体を郵送した方は、簡易書留分の切手を貼ってく

ださい。） 

（注）取引士証本体を郵送される場合は、必ず簡易書留でお送りください。 

送り先 
〒１６３-８００１ 新宿区西新宿二丁目８番１号 

東京都 住宅政策本部 民間住宅部 不動産業課 免許担当 

※ 申請書類の不備のために、手続ができないケースが増えています。郵送いただく前にもう一度ご確認 

ください。 

※ 郵送による代理人申請につきましては、事前に不動産業課へお問い合わせください。 
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  [[提提出出書書類類]] 変更事項によって添付書類が異なります。下の表をよくご確認ください。 

○○  全全ててのの方方がが提提出出すするる書書類類  

提 出 書 類 説  明 

宅宅地地建建物物取取引引士士資資格格登登録録簿簿変変更更登登録録申申請請書書  

２２部部（（正正本本１１部部、、副副本本（（ココピピーー可可））１１部部）） 

様式第七号 → ２１ページ   
・記入例は８ページ参照 
・「市区町村コード」の欄は、総務省編「全国地方 

公共団体コード」の該当する市区町村のコード
を記入してください。 

○○  該該当当すするる方方がが添添付付すするる書書類類     ※添付書類は、全全てて原原本本１１部部の提出となります（ココピピーーはは不不可可）。 

変 更 事 項  添 付 書 類  説  明  

 

氏 名 

 項番 11 

 

 

 

 

現に有効な取引士証を 

お持ちの方は併せて 

提出してください。 

戸戸籍籍抄抄本本又は戸戸籍籍謄謄本本 

・変更年月日記載のもので、旧姓・新姓のつなが

りが分かるもの 

・発行日から３か月以内のもの 

・氏名及び本籍変更を同時に提出する場合は１通 

宅宅 地地 建建 物物 取取 引引 士士 証証  

書書 換換 ええ 交交 付付 申申 請請 書書  
様式第七号の四 → ２６ページ 

宅宅 地地 建建 物物 取取 引引 士士 証証  本体 

顔顔写写真真      1 枚 

・縦３cm×横 2.4cm（顔の大きさ２cm 程度）。６か 
 月以内に撮影した、カラー、無帽、正面、上三
分身及び無地無背景の写真。ポラロイド写真、
光沢紙でないもの、不鮮明なもの、画像を加工
したもの、又は人物が収まっていないものは不
可。顔写真をデータ化して取引士証に使用しま
す。  

・写真の裏面には、申請者の氏名を記入してくだ 
さい。記入の際は、表面にインクがにじまない 
ように、また、凹凸が出ないように注意してく
ださい。 

 

住 所 

       項番 12 

 

 

 
 

現に有効な取引士証を 

お持ちの方は併せて 

提出してください。 

住住民民票票（申請者本人の分） 

・住居表示変更（市町村合併による変更も含む。）
の場合は、役所発行の証明書又は住民票 

・外国籍の方は、国籍等並びに在留カードに記載
の在留資格、在留期間、在留期間満了の日及び
在留カードの番号又は特別永住者証明書に記載
の特別永住者証明書の番号の記載のあるもの 

・発行日から３か月以内、個個人人番番号号（（ママイイナナンンババ
ーー））のの記記載載さされれてていいなないいもの 

宅宅 地地 建建 物物 取取 引引 士士 証証  

書書 換換 ええ 交交 付付 申申 請請 書書  
様式第七号の四 → ２６ページ 

宅宅 地地 建建 物物 取取 引引 士士 証証  本体 

本 籍  項番 13  戸戸籍籍抄抄本本又は戸戸籍籍謄謄本本 発行日から３か月以内のもの 

勤務先 

 

項番 14  

入 社  

入入社社証証明明書書 

（入社日が記載されており、 

代表者印のあるもの） 

２２ページの例 参照 

※雇用契約書・内定通知書ではあり

ませんのでご注意ください。 

・証明書には、宅建業免許証番号を記入のこと。 
・出向の場合は、出出向向証証明明書書（出向元会社の代表

者印のあるもの）。２４ページの例 参照 
・新規免許申請の場合は、宅建業の免許証交付後、 

遅滞なく届け出ること。 

退 職  

退退職職証証明明書書 

（退職日が記載されており、 

代表者印のあるもの） 

２３ページの例 参照 

出向解除の場合は、出出向向解解除除証証明明書書（出向元会社

の代表者印のあるもの）。２５ページの例 参照 

商号(名称)変更 

又は免許換え  

添付書類は必要ありません。ただし、宅建業者が、その旨の変更等の届出を完

了していることが必要となります。  

♦ 取引士証の氏名に旧姓の併記を希望する場合については、手続方法を事前に不動産業課までお問合い合わせください。 
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３３  宅宅地地建建物物取取引引士士資資格格登登録録移移転転のの申申請請  
  
現在登録を受けている方が「登登録録ををししてていいるる都都道道府府県県知知事事のの管管轄轄すするる都都道道府府県県以以外外のの都都道道府府県県にに所所在在すするる

宅宅地地建建物物取取引引業業者者のの事事務務所所のの業業務務にに従従事事し、又は従従事事ししよよううととすするるとときき」は登登録録のの移移転転をを申申請請すするるここととががでで

ききまますす。。住住所所をを変変更更ししたたとといいううだだけけでではは、、登登録録移移転転ははででききまませせんん。。  

転勤や勤務先の変更等の場合に必ずしも登録移転を申請する必要はありませんが、登録移転をすることに

よって、勤務先の宅地建物取引業者の事務所が所在する都道府県で、登録に関する諸手続や取引士証の交付

に関する法定講習の受講等ができるようになります。 

 

<<移移転転申申請請のの前前にに>>  現現在在、、取取引引士士のの登登録録ををししてていいるる都都道道府府県県でで下下記記のの手手続続のの必必要要のの有有無無ををごご確確認認くくだだささいい。。 

登録事項（氏名、本籍、住所、勤務先）

に変更がある方  
現在登録している都道府県に「「変変更更登登録録申申請請」」をしてください。 
東京都登録の方は、６ページ参照  

期限切れの取引士証をお持ちの方  
現在登録している都道府県に返返納納してください。東京都登録の方は、

１１ページ参照  

 

[[提提出出書書類類]]    問問合合せせ先先→→転転入入ししよよううととししてていいるる都都道道府府県県    提提出出先先→→現現在在登登録録ししてていいるる都都道道府府県県  

提出書類等と必要部数 説  明 

登登 録録 移移 転転 申申 請請 書書  
２部（正本１部、副本１部） 

様式第六号の二 → ２７ページ 

副本は、正本のコピーで可 
「市区町村コード」の欄は、総務省編「全国地方公共団体コード」の該当
する市区町村のコードを記入してください。 

顔顔  写写  真真                

１ 枚  

縦３cm×横 2.4cm（顔の大きさ２cm 程度） 
６か月以内に撮影した、カラー、無帽、正面、上三分身及び無地無背景の
写真（ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性
のあるもの、画像を加工したもの、又は人物が収まっていないものは不可。）
を登録移転申請書（正本）に貼付してください。 
写真の裏面には、申請者の氏名を記入してください。記入の際は、表面に
インクがにじまないように、また、凹凸が出ないように注意してください。 

宅宅 地地 建建 物物 取取 引引 業業 にに  

従従事事すするるここととをを証証すするる書書面面  

 

２部（正本１部、副本１部） 

次のうちいずれかを提出してください。副本は正本のコピーで可。 
□代表者印（丸印）のある就労証明書 (２８ページの例参照）。社印（角印）
のものは不可。 

※ 出向中の方は、出向先で発行される証明書となります。 
※※  「「宅宅地地建建物物取取引引業業にに従従事事ししてていいるる」」旨旨のの記記載載ががああるるもものの  
※ 従事する予定の場合は、いつから従事する予定なのか、明記してくだ

さい。ただし、従事予定日と申請日に開きがある場合は、事前に御相
談ください。 

□申請者が代表者の場合は、宅地建物取引業者免許証のコピー 

登登 録録 移移 転転 申申 請請 手手 数数 料料      

８,０００円  

都へ 

転入する方 

不動産業課に設置されている手数料収納機で手手数数料料シシーールル

を購入し、正本に貼付してください。 

都を 

転出する方 

転入先の道道府府県県のの収収入入証証紙紙等等を購入し、正本に貼付してく

ださい。 

 

[[現現在在、、取取引引士士証証のの交交付付をを受受けけてていいるる場場合合]]（（有効期間満了まで１か月以上ある場合） 

現在、取引士証の交付を受けている方は、登録移転完了と同時に従来の取引士証は失効しますので、登登録録

移移転転のの申申請請ととととももにに、残存期間を有効期間とする取引士証の交付申請をしてください。移転先で新しい取引

士証と交換となります。 

提出書類等と必要部数 説  明 

宅宅 地地 建建 物物 取取 引引 士士 証証  
交交 付付 申申 請請 書書      １ 部 

様式第七号の二の二 → ２９ページ 

顔顔  写写  真真  
１枚 

縦３cm×横 2.4cm（顔の大きさ２cm 程度） 
詳細については、登録移転申請用の写真と同様です。交付申請書に貼って
ください。 

交交 付付 申申 請請 手手 数数 料料    
４，５００円 

都へ 

転入する方 

不動産業課に設置されている手数料収納機で手手数数料料シシーールル
を購入し、交付申請書に貼付してください。 

都を 

転出する方 

転入先の道道府府県県のの収収入入証証紙紙等等を購入し、交付申請書に貼付
してください。 

 
[[移移転転申申請請書書類類提提出出先先]]  現在登録している都道府県の担当窓口へ持参又は郵送（簡易書留）してください。 

（A 4）

令令和和 年 月 日

西西　　京京子子

年 月 日

受  付  番  号

◎申請者に関する事項

確認欄

都道府県 市郡区 区町村

確認欄

都道府県 市郡区 区町村

確認欄

確認欄

44 東東京京 豊豊島島

00

55

88 年

ソソ ゛゙

11

ーー トト

00

00 88 年

77

11

33

00

開開

44 月

変
 
更
 
前

　　都都庁庁不不動動産産株株式式会会社社

式式
商 号 又 は 名 称

免　許　証　番　号

株株リリ

11 33 55

日

会会発発

14 変　更　年　月　日 ＲＲ

変
更
後

都都 庁庁

変
更
前

フリガナ

氏　　名

変
更
後 本　　　　籍

本籍市区町村コード

変更前 住　所

変
　
更
　
後

郵　便　番  号

社社

住所市区町村コード

電　話　番　号

シシ変
更
後

フ　リ　ガ　ナ

氏　　　　　名

ＲＲ

西西

様式第七号（第14条の7関係）

宅 地 建 物 取 引 士 資 格 登 録 簿
変 更 登 録 申 請 書

東　京　都　知　事　殿

申請者 氏　　名

生年月日

00

3

変　更　年　月　日 ＲＲ 00 11

商 号 又 は 名 称

変更前 本　籍

◎業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項

月

－－ 22

00

日

11 66

－－ 33

袋袋

11 33 11

ニニ

5544

00 00

ョョキキ

88

日

00 11

22 55

33 月

京京 子子

00

3

１ ３

0

33 44 55 66 77

申請時の登録番号

宅地建物取引業法第20条の規定により、下記の事項について変更の登録を申請します。

88 44 1122

227799昭昭和和  6633  

受  付  年  月  日

－－

－－ 11

11

項番

変　更　年　月　日

88

99

88 年 00 33 月

免　許　証　番　号
 知 事

　　　　アアズズママ　　キキョョウウココ

　　　　東東　　　　京京　　子子

年

池池

東東京京都都調調布布市市小小島島町町２２－－３３５５－－１１

99

12

変　更　年　月　日13

ＲＲ

住         所
東東

00

11

変　更　年　月　日

44332233
東東京京都都

66

月

33

国 土 交 通 大 臣
1122

66

33

日

77 88

77 88

88

[[変変更更登登録録申申請請書書　　記記入入例例]]

日

ウウ ココ

22 55年88 00

* *

＊

＊

＊

＊

第 号

変更のない項番の欄には記入しないでください。

氏名欄：自筆、パソコンによる印刷
のいずれでも構いません。

記入しません

丁目、番地、号は「－」を記入

戸籍抄（謄）本と同じ記載を同じ書き方で記入

東京都の登録番号は１３です。

住所市区町村コードは（総務省編「全国地方公共団体コード」）を参照

免許証番号は、東京都知事の場合は１３、国土交通大臣の場合は００と記載してください。

－8－ －9－



３３  宅宅地地建建物物取取引引士士資資格格登登録録移移転転のの申申請請  
  

現在登録を受けている方が「登登録録ををししてていいるる都都道道府府県県知知事事のの管管轄轄すするる都都道道府府県県以以外外のの都都道道府府県県にに所所在在すするる

宅宅地地建建物物取取引引業業者者のの事事務務所所のの業業務務にに従従事事し、又は従従事事ししよよううととすするるとときき」は登登録録のの移移転転をを申申請請すするるここととががでで

ききまますす。。住住所所をを変変更更ししたたとといいううだだけけでではは、、登登録録移移転転ははででききまませせんん。。  

転勤や勤務先の変更等の場合に必ずしも登録移転を申請する必要はありませんが、登録移転をすることに

よって、勤務先の宅地建物取引業者の事務所が所在する都道府県で、登録に関する諸手続や取引士証の交付

に関する法定講習の受講等ができるようになります。 

 

<<移移転転申申請請のの前前にに>>  現現在在、、取取引引士士のの登登録録ををししてていいるる都都道道府府県県でで下下記記のの手手続続のの必必要要のの有有無無ををごご確確認認くくだだささいい。。 

登録事項（氏名、本籍、住所、勤務先）

に変更がある方  
現在登録している都道府県に「「変変更更登登録録申申請請」」をしてください。 
東京都登録の方は、６ページ参照  

期限切れの取引士証をお持ちの方  
現在登録している都道府県に返返納納してください。東京都登録の方は、

１１ページ参照  

 

[[提提出出書書類類]]    問問合合せせ先先→→転転入入ししよよううととししてていいるる都都道道府府県県    提提出出先先→→現現在在登登録録ししてていいるる都都道道府府県県  

提出書類等と必要部数 説  明 

登登 録録 移移 転転 申申 請請 書書  
２部（正本１部、副本１部） 

様式第六号の二 → ２７ページ 

副本は、正本のコピーで可 
「市区町村コード」の欄は、総務省編「全国地方公共団体コード」の該当
する市区町村のコードを記入してください。 

顔顔  写写  真真                

１ 枚  

縦３cm×横 2.4cm（顔の大きさ２cm 程度） 
６か月以内に撮影した、カラー、無帽、正面、上三分身及び無地無背景の
写真（ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性
のあるもの、画像を加工したもの、又は人物が収まっていないものは不可。）
を登録移転申請書（正本）に貼付してください。 
写真の裏面には、申請者の氏名を記入してください。記入の際は、表面に
インクがにじまないように、また、凹凸が出ないように注意してください。 

宅宅 地地 建建 物物 取取 引引 業業 にに  

従従事事すするるここととをを証証すするる書書面面  

 

２部（正本１部、副本１部） 

次のうちいずれかを提出してください。副本は正本のコピーで可。 
□代表者印（丸印）のある就労証明書 (２８ページの例参照）。社印（角印）
のものは不可。 

※ 出向中の方は、出向先で発行される証明書となります。 
※※  「「宅宅地地建建物物取取引引業業にに従従事事ししてていいるる」」旨旨のの記記載載ががああるるもものの  
※ 従事する予定の場合は、いつから従事する予定なのか、明記してくだ

さい。ただし、従事予定日と申請日に開きがある場合は、事前に御相
談ください。 

□申請者が代表者の場合は、宅地建物取引業者免許証のコピー 

登登 録録 移移 転転 申申 請請 手手 数数 料料      

８,０００円  

都へ 

転入する方 

不動産業課に設置されている手数料収納機で手手数数料料シシーールル

を購入し、正本に貼付してください。 

都を 

転出する方 

転入先の道道府府県県のの収収入入証証紙紙等等を購入し、正本に貼付してく

ださい。 

 

[[現現在在、、取取引引士士証証のの交交付付をを受受けけてていいるる場場合合]]（（有効期間満了まで１か月以上ある場合） 

現在、取引士証の交付を受けている方は、登録移転完了と同時に従来の取引士証は失効しますので、登登録録

移移転転のの申申請請ととととももにに、残存期間を有効期間とする取引士証の交付申請をしてください。移転先で新しい取引

士証と交換となります。 

提出書類等と必要部数 説  明 

宅宅 地地 建建 物物 取取 引引 士士 証証  
交交 付付 申申 請請 書書      １ 部 

様式第七号の二の二 → ２９ページ 

顔顔  写写  真真  
１枚 

縦３cm×横 2.4cm（顔の大きさ２cm 程度） 
詳細については、登録移転申請用の写真と同様です。交付申請書に貼って
ください。 

交交 付付 申申 請請 手手 数数 料料    
４，５００円 

都へ 

転入する方 

不動産業課に設置されている手数料収納機で手手数数料料シシーールル
を購入し、交付申請書に貼付してください。 

都を 

転出する方 

転入先の道道府府県県のの収収入入証証紙紙等等を購入し、交付申請書に貼付
してください。 

 
[[移移転転申申請請書書類類提提出出先先]]  現在登録している都道府県の担当窓口へ持参又は郵送（簡易書留）してください。 

（A 4）

令令和和 年 月 日

西西　　京京子子

年 月 日

受  付  番  号

◎申請者に関する事項

確認欄

都道府県 市郡区 区町村

確認欄

都道府県 市郡区 区町村

確認欄

確認欄

44 東東京京 豊豊島島

00

55

88 年

ソソ ゛゙

11

ーー トト

00

00 88 年

77

11

33

00

開開

44 月

変
 
更
 
前

　　都都庁庁不不動動産産株株式式会会社社

式式
商 号 又 は 名 称

免　許　証　番　号

株株リリ

11 33 55

日

会会発発

14 変　更　年　月　日 ＲＲ

変
更
後

都都 庁庁

変
更
前

フリガナ

氏　　名

変
更
後 本　　　　籍

本籍市区町村コード

変更前 住　所

変
　
更
　
後

郵　便　番  号

社社

住所市区町村コード

電　話　番　号

シシ変
更
後

フ　リ　ガ　ナ

氏　　　　　名

ＲＲ

西西

様式第七号（第14条の7関係）

宅 地 建 物 取 引 士 資 格 登 録 簿
変 更 登 録 申 請 書

東　京　都　知　事　殿

申請者 氏　　名

生年月日

00

3

変　更　年　月　日 ＲＲ 00 11

商 号 又 は 名 称

変更前 本　籍

◎業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項

月

－－ 22

00

日

11 66

－－ 33

袋袋

11 33 11

ニニ

5544

00 00

ョョキキ

88

日

00 11

22 55

33 月

京京 子子

00

3

１ ３

0

33 44 55 66 77

申請時の登録番号

宅地建物取引業法第20条の規定により、下記の事項について変更の登録を申請します。

88 44 1122

227799昭昭和和  6633  

受  付  年  月  日

－－

－－ 11

11

項番

変　更　年　月　日

88

99

88 年 00 33 月

免　許　証　番　号
 知 事

　　　　アアズズママ　　キキョョウウココ

　　　　東東　　　　京京　　子子

年

池池

東東京京都都調調布布市市小小島島町町２２－－３３５５－－１１

99

12

変　更　年　月　日13

ＲＲ

住         所
東東

00

11

変　更　年　月　日

44332233
東東京京都都

66

月

33

国 土 交 通 大 臣
1122

66

33

日

77 88

77 88

88

[[変変更更登登録録申申請請書書　　記記入入例例]]

日

ウウ ココ

22 55年88 00

* *

＊

＊

＊

＊

第 号

変更のない項番の欄には記入しないでください。

氏名欄：自筆、パソコンによる印刷
のいずれでも構いません。

記入しません

丁目、番地、号は「－」を記入

戸籍抄（謄）本と同じ記載を同じ書き方で記入

東京都の登録番号は１３です。

住所市区町村コードは（総務省編「全国地方公共団体コード」）を参照

免許証番号は、東京都知事の場合は１３、国土交通大臣の場合は００と記載してください。

－8－ －9－



[[ 法法 定定 講講 習習 実実 施施 団団 体体 ]]  

  

((公公社社))東東京京都都宅宅地地建建物物  

取取引引業業協協会会  

（（宅宅建建士士法法定定講講習習セセンンタターー））  

[問合せ先・申込先]千代田区富士見 2-2-4 東京都宅建会館 1 階 

 ☎０３－３２３４－４６９１ 

((公公社社))全全日日本本不不動動産産協協会会  

（（東東京京都都本本部部講講習習セセンンタターー））  

[問合せ先・申込先]千代田区平河町 1-8-13 全日東京会館 

☎０３－３２６２－５０８２ 

((一一社社))不不動動産産協協会会  

（（宅宅建建法法定定講講習習セセンンタターー））  

[問合せ先・申込先]千代田区霞が関 3-2-5 霞が関ビル 17 階 

☎０３－３５８１－９４２５ 

((一一社社))全全国国住住宅宅産産業業協協会会  
[問合せ先・申込先]千代田区麹町 5-3 麹町中田ビル 8 階 

 ☎０３－３５１１－０６１１ 

※※  日日程程ななどど詳詳細細ににつついいててはは、、各各法法定定講講習習実実施施団団体体にに確確認認ししててくくだだささいい。。  

※ 受講の申込みには概ね次のものの他、各法定講習実施団体が指定する書類が必要となります（提出先及び支払

い先は各法定講習実施団体です）。受講の申込みについては、各法定講習実施団体にお問い合わせください。 

① 宅地建物取引士証交付申請書 

② カラー写真（必要枚数は各団体にご確認ください。詳細は、前ページ[試験合格後１年以内の方]の②顔写真の説明欄を

参照してください。） 

③ 受講料 １２，０００円 

④ 宅地建物取引士証交付申請手数料 ４，５００円 

⑤ 宅地建物取引士証（更新の方）、宅地建物取引士証返納受領書の控え又は宅地建物取引士証紛失届の控え 

※ 法定講習に、遅刻、早退又は途中退席した場合、取引士証は交付されません。 

 

５５  宅宅地地建建物物取取引引士士証証のの有有効効期期間間がが満満了了ししたた場場合合    

  

取引士証の有効期間の更新をしなかった場合は、有効期間の満了をもって失効します。 

東東京京都都かからら有有効効期期間間満満了了ののごご案案内内ははいいたたししまませせんんので、有効期間についてはご自身で管理してくだ

さい。 

失失効効ししたた取取引引士士証証はは、、宅宅地地建建物物取取引引業業法法上上、、速速ややかかにに返返納納すするるここととがが義義務務付付けけらられれてていいまますす。速や

かに不動産業課免許担当へお返しください（持参又は簡易書留による郵送。返納の際、提出書類等は

不要です。返納後、受領書を交付しますので、郵送の場合は、普通郵便分の切手を貼った返信用封筒

を同封してください。）。 

また、返納を怠っているうちに万一、取引士証を紛失した場合には、新たに取引士証の交付を受け

る前に、紛失届を提出していただきます。紛失届については、１３ページ参照 

 

[[新新たたにに取取引引士士証証のの交交付付をを希希望望すするる方方]]  

 取引士証が必要になった場合、都知事が指定した法定講習実施団体の実施する法定講習に申し込み、

受講してください。受講後、取引士証が交付されます。 

法定講習実施団体については、上記を参照してください。 

４４  宅宅地地建建物物取取引引士士証証のの交交付付申申請請  

登録通知（はがき）を受領してからの申請になります。取引士として宅地建物取引業に従事しない方

は、交付を受けなくても構いません。交交付付をを受受けけななくくててもも登登録録がが無無効効ににななるるここととははあありりまませせんんので、

必要になったときに申請することをお勧めします。 

※ 交交付付申申請請書書をを提提出出すするる際際にに、、氏氏名名、、住住所所ななどど従従前前のの登登録録内内容容かからら変変更更ががああるる場場合合はは、、必必ずず東東京京都都にに

変変更更登登録録申申請請書書をを提提出出ししててくくだだささいい（６ページ参照）。  

※ 取引士証の氏名の記載に旧姓の併記を希望する場合については、手続方法を事前に不動産業課まで

お問い合わせください。 

[[試試験験合合格格後後１１年年以以内内のの方方]]  
東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課へごご本本人人がが来来庁庁又又はは郵郵送送ししててくくだだささいい (来庁の場合、申

請から交付までは３０分程度を要します。)。 

ご本人が来庁できない場合には、事前に不動産業課免許担当へお問い合わせください。 

    東京都では、服装や髪型を理由にするものなど、ごご本本人人のの都都合合にによよるる宅宅地地建建物物取取引引士士証証のの再再作作成成

はは一一切切いいたたししまませせんんので、十分にご注意ください。 
 

[[試試験験合合格格後後１１年年をを経経過過ししてていいるる方方]]    

都知事が指定した法定講習実施団体の実施する法定講習を申し込み、受講してください。受講後、

取引士証が交付されます。 

なお、法法定定講講習習のの申申込込みみはは、、登登録録がが完完了了ししてていいるる方方に限ります。 

法定講習実施団体、申込み時に必要なもの及び受講に関しての注意事項は、１１ページ参照 

[[宅宅地地建建物物取取引引士士証証をを更更新新すするる場場合合]]  

取引士証の有効期間は５年です。更新を希望する方は、有有効効期期間間満満了了前前６６かか月月以以内内にに、都知事が指

定した法定講習実施団体の実施する法定講習に申し込み、受講してください。受講後、有効期間の更

新された取引士証が交付されます。 

※※  東東京京都都かからら有有効効期期間間満満了了ののごご案案内内ははいいたたししまませせんんので、有効期間はご自身で管理してください。 

※ 法定講習実施団体、申込み時に必要なもの及び受講に関しての注意事項は、１１ページ参照 

 

持参又は同封するもの 説    明 

①①宅宅地地建建物物取取引引士士証証交交付付申申請請書書    1部  様式第七号の二の二 → ２９ページ 

②②顔顔  写写  真真  １枚 

□縦３cm×横 2.4cm（顔の大きさ２cm 程度）。６か月以内に撮影した、カラ

ー、無帽、正面、上三分身及び無地無背景の写真。ポラロイド写真、光

沢紙でないもの、不鮮明なもの、画像を加工したもの、又は人物が収ま

っていないものは不可。 

□顔写真をデータ化して取引士証に使用します。 

□写真の裏面には申請者の氏名を記入してください。記入の際は、表面に

インクがにじまないように、また、凹凸が出ないように注意してください。 

③③本本人人確確認認書書類類   
□郵送の場合は、顔写真の入った本人確認書類のコピーの余白に申請者名

と日中に連絡できる電話番号（携帯、勤務先）を記入してください。 

④④登登録録通通知知（（ははががきき））   

⑤⑤返返信信用用封封筒筒（（郵郵送送のの場場合合））  
宛先(本人住所又は登録従事先)を記入し、お返しする証が入るサイズの封

筒に簡易書留分の切手を貼付してください（簡易書留で返送します。）。 

⑥⑥交交付付申申請請手手数数料料 ４,５００円 

□来庁の場合は、現現金金でお持ちください（収収入入証証紙紙ででははあありりまませせんん。。））。。  

□郵送の場合は、上記①から⑤までの書類を確認後、電話にてご連絡させ

ていただきます。その時に交付申請手数料の納付についてご案内します。 

ご注意 
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[[ 法法 定定 講講 習習 実実 施施 団団 体体 ]]  

  

((公公社社))東東京京都都宅宅地地建建物物  

取取引引業業協協会会  

（（宅宅建建士士法法定定講講習習セセンンタターー））  

[問合せ先・申込先]千代田区富士見 2-2-4 東京都宅建会館 1 階 

 ☎０３－３２３４－４６９１ 

((公公社社))全全日日本本不不動動産産協協会会  

（（東東京京都都本本部部講講習習セセンンタターー））  

[問合せ先・申込先]千代田区平河町 1-8-13 全日東京会館 

☎０３－３２６２－５０８２ 

((一一社社))不不動動産産協協会会  

（（宅宅建建法法定定講講習習セセンンタターー））  

[問合せ先・申込先]千代田区霞が関 3-2-5 霞が関ビル 17 階 

☎０３－３５８１－９４２５ 

((一一社社))全全国国住住宅宅産産業業協協会会  
[問合せ先・申込先]千代田区麹町 5-3 麹町中田ビル 8 階 

 ☎０３－３５１１－０６１１ 

※※  日日程程ななどど詳詳細細ににつついいててはは、、各各法法定定講講習習実実施施団団体体にに確確認認ししててくくだだささいい。。  

※ 受講の申込みには概ね次のものの他、各法定講習実施団体が指定する書類が必要となります（提出先及び支払

い先は各法定講習実施団体です）。受講の申込みについては、各法定講習実施団体にお問い合わせください。 

① 宅地建物取引士証交付申請書 

② カラー写真（必要枚数は各団体にご確認ください。詳細は、前ページ[試験合格後１年以内の方]の②顔写真の説明欄を

参照してください。） 

③ 受講料 １２，０００円 

④ 宅地建物取引士証交付申請手数料 ４，５００円 

⑤ 宅地建物取引士証（更新の方）、宅地建物取引士証返納受領書の控え又は宅地建物取引士証紛失届の控え 

※ 法定講習に、遅刻、早退又は途中退席した場合、取引士証は交付されません。 

 

５５  宅宅地地建建物物取取引引士士証証のの有有効効期期間間がが満満了了ししたた場場合合    

  

取引士証の有効期間の更新をしなかった場合は、有効期間の満了をもって失効します。 

東東京京都都かからら有有効効期期間間満満了了ののごご案案内内ははいいたたししまませせんんので、有効期間についてはご自身で管理してくだ

さい。 

失失効効ししたた取取引引士士証証はは、、宅宅地地建建物物取取引引業業法法上上、、速速ややかかにに返返納納すするるここととがが義義務務付付けけらられれてていいまますす。速や

かに不動産業課免許担当へお返しください（持参又は簡易書留による郵送。返納の際、提出書類等は

不要です。返納後、受領書を交付しますので、郵送の場合は、普通郵便分の切手を貼った返信用封筒

を同封してください。）。 

また、返納を怠っているうちに万一、取引士証を紛失した場合には、新たに取引士証の交付を受け

る前に、紛失届を提出していただきます。紛失届については、１３ページ参照 

 

[[新新たたにに取取引引士士証証のの交交付付をを希希望望すするる方方]]  

 取引士証が必要になった場合、都知事が指定した法定講習実施団体の実施する法定講習に申し込み、

受講してください。受講後、取引士証が交付されます。 

法定講習実施団体については、上記を参照してください。 
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[[紛紛失失届届ににつついいてて]]      

○○届届出出方方法法  

  来来庁庁にによよるる届届出出とと郵郵送送にによよるる届届出出ができます。 

※※  紛紛失失届届をを提提出出後後、、都都知知事事がが指指定定ししたた法法定定講講習習実実施施団団体体のの実実施施すするる法法定定講講習習をを申申しし込込みみ、、受受講講しし

てていいたただだくくとと、、受受講講後後にに取取引引士士証証がが交交付付さされれまますす（（１１１１ペペーージジ参参照照））。。  

 

   本本人人来来庁庁にによよるる届届出出  

持参するもの 説  明（提出部数は各１部です。） 

宅宅 地地 建建 物物 取取 引引 士士 証証  

紛紛 失失 届届  

第４号様式の４ → ３１ページ 

なお、警察に届け出た場合には、届け出た内容（届出日、届出警察

署名、警察署の電話番号、受理番号）を記入してください。 

本本人人確確認認書書類類  
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等の原原本本（提示用）

とココピピーー（提出用）の両方 

  

  代代理理人人来来庁庁にによよるる届届出出  

持参するもの 説  明（提出部数は各１部です。） 

宅宅 地地 建建 物物 取取 引引 士士 証証  

紛紛 失失 届届  

第４号様式の４ → ３１ページ 

なお、警察に届け出た場合には、届け出た内容（届出日、届出警察

署名、警察署の電話番号、受理番号）を記入してください。 

本本人人確確認認書書類類ののココピピーー  運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等 

本本人人かかららのの委委任任状状  任意様式 

代代理理人人のの本本人人確確認認書書類類  運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等の原原本本 

 

  郵郵送送にによよるる届届出出  

同封するもの 説  明（提出部数は各１部です。） 

宅宅 地地 建建 物物 取取 引引 士士 証証  

紛紛 失失 届届  

第４号様式の４ → ３１ページ 

なお、警察に届け出た場合には、届け出た内容（届出日、届出警察

署名、警察署の電話番号、受理番号）を記入してください。 

本本人人確確認認書書類類ののココピピーー  運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等 

返返信信用用封封筒筒  
宛先（本人住所又は登録従事先）を記入し、普通郵便分の切手を貼

ってください。 

  

 

６６  宅宅地地建建物物取取引引士士証証のの亡亡失失、、盗盗難難、、汚汚損損等等（（再再交交付付申申請請・・紛紛失失届届））  

取引士証を不注意等によりなくしてしまうと、取引士として宅地建物取引業の業務に従事できない

だけではなく、取引士証が悪用されるおそれもありますので、ななくくすすここととががなないいよようう十十分分にに注注意意ししてて

くくだだささいい。。  

万一、亡失、滅失、汚損もしくは破損してしまった場合又は盗難にあった場合は、再再交交付付申申請請書書又又

はは紛紛失失届届をを提提出出ししててくくだだささいい。。 

なお、再交付申請書又は紛失届を提出後、取引士証を見つけた場合には、不動産業課免許担当に必

ず返納してください。 

再再交交付付申申請請ででききるる方方  

（（申申請請方方法法はは下下記記参参照照））  

①取引士証の残存有効期間が６か月以上ある方 

②取引士証の残存有効期間が６か月未満であるが、現在、取引士として 

宅地建物取引業に従事している方など再交付を希望する方 

紛紛失失届届がが必必要要なな方方  

（（届届出出方方法法はは１１３３ペペーージジ参参照照））   

①取引士証の有効期間が既に満了している方 

②取引士証の残存有効期間が６か月未満であり、現在、取引士として宅 

地建物取引業に従事していない方など再交付を必要としない方 

※ 再再交交付付申申請請書書又又はは紛紛失失届届をを提提出出すするる際際にに、、氏氏名名、、住住所所等等ににつついいてて、、従従前前のの登登録録内内容容かからら変変更更ががああるる  

場場合合ににはは、、必必ずず変変更更登登録録申申請請書書をを提提出出ししててくくだだささいい（６ページ参照）。 

  

[再交付申請について]   

○○申申請請方方法法  

東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課にごご本本人人がが来来庁庁又又はは郵郵送送ししててくくだだささいい  

（来庁の場合、申請から交付までに３０分程度を要します。）。 

（書類に不備等があった場合には、交付できないことがありますのでご注意ください。） 

なお、ご本人が来庁できない場合には、事前に不動産業課免許担当へお問い合わせください。 

持参又は同封するもの 説  明（提出部数は各１部です。） 

①①宅宅地地建建物物取取引引士士証証  

再再交交付付申申請請書書  

様式第七号の五 → ３０ページ 

なお、警察に届け出た場合には、届け出た内容（届出日、届出警察署名、

警察署の電話番号、受理番号）を記入してください。 

②②顔顔写写真真      １ 枚  

□縦３cm×横 2.4cm、顔の大きさ２cm 程度。６か月以内に撮影した、カラ

ー、無帽、正面、上三分身、無地無背景の写真。ポラロイド写真、光

沢紙でないもの、不鮮明なもの、画像を加工したもの、又は人物が収

まっていないものは不可。 

□顔写真をデータ化して取引士証に使用します。 

□写真の裏面には、申請者の氏名を記入してください。記入の際は表面に

インクがにじまないように、また、凹凸が出ないように注意してください。 

③③本本人人確確認認書書類類  

□来庁の場合は、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等の原原本本

（提示用）とココピピーー（提出用）の両方 

□郵送の場合は、顔写真の入った本人確認書類のコピーの余白に申請者名

と日中に連絡できる電話番号（携帯、勤務先）を記入してください。 

④④返返信信用用封封筒筒  

（（郵郵送送のの場場合合））  

宛先(本人住所又は登録従事先)を記入し、お送りする取引士証が入るサイ

ズの封筒に簡易書留分の切手を貼付してください（簡易書留で返送しま

す。）。 

⑤⑤交交付付申申請請手手数数料料  

４，５００円 

□来庁の場合は、現現金金でお持ちください（収収入入証証紙紙ででははあありりまませせんん。。））。。  

□郵送の場合は、上記①から④の書類を確認後、電話にてご連絡させてい

ただきます。その時に、交付申請手数料の納付についてご案内します。 
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[[紛紛失失届届ににつついいてて]]      

○○届届出出方方法法  

  来来庁庁にによよるる届届出出とと郵郵送送にによよるる届届出出ができます。 

※※  紛紛失失届届をを提提出出後後、、都都知知事事がが指指定定ししたた法法定定講講習習実実施施団団体体のの実実施施すするる法法定定講講習習をを申申しし込込みみ、、受受講講しし

てていいたただだくくとと、、受受講講後後にに取取引引士士証証がが交交付付さされれまますす（（１１１１ペペーージジ参参照照））。。  

 

   本本人人来来庁庁にによよるる届届出出  

持参するもの 説  明（提出部数は各１部です。） 

宅宅 地地 建建 物物 取取 引引 士士 証証  

紛紛 失失 届届  

第４号様式の４ → ３１ページ 

なお、警察に届け出た場合には、届け出た内容（届出日、届出警察

署名、警察署の電話番号、受理番号）を記入してください。 

本本人人確確認認書書類類  
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等の原原本本（提示用）

とココピピーー（提出用）の両方 

  

  代代理理人人来来庁庁にによよるる届届出出  

持参するもの 説  明（提出部数は各１部です。） 

宅宅 地地 建建 物物 取取 引引 士士 証証  

紛紛 失失 届届  

第４号様式の４ → ３１ページ 

なお、警察に届け出た場合には、届け出た内容（届出日、届出警察

署名、警察署の電話番号、受理番号）を記入してください。 

本本人人確確認認書書類類ののココピピーー  運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等 

本本人人かかららのの委委任任状状  任意様式 

代代理理人人のの本本人人確確認認書書類類  運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等の原原本本 

 

  郵郵送送にによよるる届届出出  

同封するもの 説  明（提出部数は各１部です。） 

宅宅 地地 建建 物物 取取 引引 士士 証証  

紛紛 失失 届届  

第４号様式の４ → ３１ページ 

なお、警察に届け出た場合には、届け出た内容（届出日、届出警察

署名、警察署の電話番号、受理番号）を記入してください。 

本本人人確確認認書書類類ののココピピーー  運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等 

返返信信用用封封筒筒  
宛先（本人住所又は登録従事先）を記入し、普通郵便分の切手を貼

ってください。 

  

 

－12－ －13－



（A 4）

東 京 都 知事　殿

申請者

受  付  番  号

◎申請者に関する事項

都道府県 市郡区 区町村

都道府県 市郡区 区町村

確認欄

～

～

～

確認欄

確認欄

確認欄

確認欄

（注） と

タテ3.0cm

カラー写真

11

ヨコ2.4cm

顔の大きさ

年    月    　日

氏　名

住　所

郵便番号（　         　　）

（第一面）

　　2cm程度

裏面に氏名記入

◎実務経験に関する事項

実務経験先での職務内容

フ　リ　ガ　ナ

認　定　コ　ー　ド

実務経験先での職務内容

・ 15 は、宅建業者に勤務していない場合は、空欄のまま

12 13 は、いずれかに記入。登録実務講習修了者は認定コードを１と記入・

合格年月日

合　計 年

期間

月間

商号又は名称

期間

商号又は名称

期間

実務経験先の免許証番号

商号又は名称

住所市区町村コード

実務経験先の免許証番号

実務経験先での職務内容

登   録   番   号

宅地建物取引業法第19条第1項の規定により、同法第18条第1項の登録

を申請します。

項番

氏　　　　　名

生　年  月  日

0

登   録   申   請   書

受  付  年  月  日

3 1

年 日 性  別月

住         所

電　話　番　号

本籍市区町村コード

郵　便　番  号

本　　　　籍

１．男　２．女

様式第五号（第14条の3関係）

12 実務経験先の免許証番号

◎国土交通大臣の認定に関する事項

認定年月日

◎試験に関する事項

14 合 格 証 書 番 号

13

日月年

日年 月

◎業務に従事する宅地建物取引業に関する事項

15
商 号 又 は 名 称

免　許　証　番　号

* * *

＊

＊

＊

＊

＊

*

７７  宅宅  地地  建建  物物  取取  引引  士士  死死  亡亡  等等  届届  出出（（死死亡亡・・破破産産・・所所定定のの刑刑にに処処せせらられれたた場場合合等等））  

①① 登登録録をを受受けけてていいるる方方がが死死亡亡ししたた場場合合  

登録を受けている方が死亡した場合は、相続人の方が、死亡の事実を知った日から３０日以内に届出を

してください（持参又は簡易書留による郵送）。 

持参又は同封するもの 説  明（提出部数は各１部です。） 

宅宅地地建建物物取取引引士士死死亡亡等等届届出出書書  様式第七号の二 → ３２ページ 

死死亡亡事事実実及及びび届届出出人人がが相相続続人人

（（配配偶偶者者・・親親子子関関係係等等））ででああるる

ここととがが分分かかるる書書類類  

（例）戸籍謄本 発行日から３か月以内のもの。コピー不可 

（例）法務局が発行する法定相続情報一覧図 

※外国籍の方は事前に不動産業課免許担当へお問い合わせください。 

宅宅地地建建物物取取引引士士証証  
取引士証の交付を受けていた場合（探しても見当たらない場合は、そ

の旨を書いた届出人名の紛失届（３１ページ）を提出してください。） 

②② 登登録録をを受受けけてていいるる方方がが破破産産者者ににななっったた場場合合  

登録を受けている方が裁判所から破破産産手手続続開開始始のの決決定定をを受受けけたた場場合合は、本人が３０日以内に届け出なけ

ればなりません（持参又は簡易書留による郵送）。 

持 参 又 は 同 封 す る も の 説  明（提出部数は各１部です。） 

宅宅地地建建物物取取引引士士死死亡亡等等届届出出書書  様式第七号の二 → ３２ページ 

裁裁判判所所のの破破産産手手続続開開始始のの決決定定書書（（ココピピーー））  コピーを提出してください。 

宅宅地地建建物物取取引引士士証証  

取引士証の交付を受けていた場合（探しても見当たらない

場合は、その旨を書いた届出人名の紛失届（３１ページ）

を提出してください。） 

（注）再登録の際は、「免責許可決定確定証明書」が必要となります。 

③③ 登登録録をを受受けけてていいるる方方がが所所定定のの刑刑にに処処せせらられれたた場場合合  

登録を受けている方が拘禁刑以上の刑又は所定の罰金刑に処せられ、刑刑がが確確定定ししたた場場合合は、本人が３０

日以内に届け出なければなりません（持参又は簡易書留による郵送）。 

持参又は同封するもの 説  明（提出部数は各１部です。） 

宅宅地地建建物物取取引引士士死死亡亡等等届届出出書書  様式第七号の二 → ３２ページ 

裁裁判判所所のの判判決決書書等等（（ココピピーー））  コピーを提出してください。 

宅宅地地建建物物取取引引士士証証  
取引士証の交付を受けていた場合（探しても見当たらない場合は、そ

の旨を書いた届出人名の紛失届（３１ページ）を提出してください。） 

 

上記①から③まで以外の理由で宅地建物取引士死亡等届出書を提出される場合は、必要書類を不動産 

業課免許担当へお問い合わせください。 

 

８８  宅宅  地地  建建  物物  取取  引引  士士  登登  録録  消消  除除  申申  請請  

登録を受けている方は、自ら、登録消除申請をすることができます（持参又は簡易書留による郵送）。 

持参又は同封するもの 説  明（提出部数は各１部です。） 

登登録録消消除除申申請請書書  第４号様式の３ → ３３ページ 

宅宅地地建建物物取取引引士士証証（（※※））  

取引士証の交付を受けていた場合（探しても見当たらない場合は、その旨

を書いた届出人名の紛失届（３１ページ）と本人確認書類（運転免許証、

パスポート、マイナンバーカード等）のココピピーーを提出してください。 

（※）取引士証の交付を受けていない場合 

    本人確認書類（運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等）のココピピーーを提出ください。 

（注）一度登録が消除されると、再び登録するには、再度登録の申請からやり直すことになります。 

   その場合、申請時点から過去１０年以内に２年以上の実務経験があること、又は、登録実務講習を修

了してから１０年以内であることが必要となります（３ページ参照）。 

－14－ －15－



（A 4）

東 京 都 知事　殿

申請者

受  付  番  号

◎申請者に関する事項

都道府県 市郡区 区町村

都道府県 市郡区 区町村

確認欄

～

～

～

確認欄

確認欄

確認欄

確認欄

（注） と

タテ3.0cm

カラー写真

11

ヨコ2.4cm

顔の大きさ

年    月    　日

氏　名

住　所

郵便番号（　         　　）

（第一面）

　　2cm程度

裏面に氏名記入

◎実務経験に関する事項

実務経験先での職務内容

フ　リ　ガ　ナ

認　定　コ　ー　ド

実務経験先での職務内容

・ 15 は、宅建業者に勤務していない場合は、空欄のまま

12 13 は、いずれかに記入。登録実務講習修了者は認定コードを１と記入・

合格年月日

合　計 年

期間

月間

商号又は名称

期間

商号又は名称

期間

実務経験先の免許証番号

商号又は名称

住所市区町村コード

実務経験先の免許証番号

実務経験先での職務内容

登   録   番   号

宅地建物取引業法第19条第1項の規定により、同法第18条第1項の登録

を申請します。

項番

氏　　　　　名

生　年  月  日

0

登   録   申   請   書

受  付  年  月  日

3 1

年 日 性  別月

住         所

電　話　番　号

本籍市区町村コード

郵　便　番  号

本　　　　籍

１．男　２．女

様式第五号（第14条の3関係）

12 実務経験先の免許証番号

◎国土交通大臣の認定に関する事項

認定年月日

◎試験に関する事項

14 合 格 証 書 番 号

13

日月年

日年 月

◎業務に従事する宅地建物取引業に関する事項

15
商 号 又 は 名 称

免　許　証　番　号

* * *

＊

＊

＊

＊

＊

*

－14－ －15－



様式第五号の二（第14条の3関係） （A4）

    実実      務務      経経      験験      証証      明明      書書

（フリガナ）

被証明者氏名

免　許　証　番　号

商 号 又 は 名 称

職   務   内   容

従 業 者 証 明 書 番 号

在  職  期  間 代 表 者 氏 名

免　許　証　番　号

商 号 又 は 名 称

職   務   内   容

従 業 者 証 明 書 番 号

在  職  期  間 代 表 者 氏 名

免　許　証　番　号

商 号 又 は 名 称

職   務   内   容

従 業 者 証 明 書 番 号

在  職  期  間 代 表 者 氏 名

在職期間計        年　　月間

備　考

　　の役員）であるときは、他の宅地建物取引業者等が証明すること。

　２　証明者が法人である場合においては、代表者が証明すること。

　３　実務経験先の免許が変更されているときは、区別して記載すること。

　　年　　月　　日まで

              年　    月間

免 許 証 番 号

　　　　    年　　月　　日から

　　年　　月　　日まで

　１　証明は実務経験先の宅地建物取引業者等が行うものとし、申請者が宅地建物取引業者（法人であるときは、そ

商号又は名称

              年　    月間

免 許 証 番 号

商号又は名称

免 許 証 番 号

証　　　　　明　　　　　者

　　年　　月　　日まで

              年　    月間

商号又は名称

　　　　    年　　月　　日から

実　務　経　験　先　及　び　在　職　期　間

　　　　    年　　月　　日から

国土交通大臣
（ ）第 号
知事

国土交通大臣
（ ）第 号
知事

国土交通大臣
（ ）第 号
知事

 

 

様式第六号（第 14 条の 3 関係）                         （A4） 

 

誓    約    書 

 

  

  

私は、宅地建物取引業法第 18条第 1項第 3 号から第 12号までに 
 

該当しない者であることを誓約します。 

 

 

 

年   月   日 
 

 

 

 

氏  名            
 
 
 
 
 
 
 
 

東 京 都 知 事 殿 
 

－16－ －17－



様式第五号の二（第14条の3関係） （A4）

    実実      務務      経経      験験      証証      明明      書書

（フリガナ）

被証明者氏名

免　許　証　番　号

商 号 又 は 名 称

職   務   内   容

従 業 者 証 明 書 番 号

在  職  期  間 代 表 者 氏 名

免　許　証　番　号

商 号 又 は 名 称

職   務   内   容

従 業 者 証 明 書 番 号

在  職  期  間 代 表 者 氏 名

免　許　証　番　号

商 号 又 は 名 称

職   務   内   容

従 業 者 証 明 書 番 号

在  職  期  間 代 表 者 氏 名

在職期間計        年　　月間

備　考

　　の役員）であるときは、他の宅地建物取引業者等が証明すること。

　２　証明者が法人である場合においては、代表者が証明すること。

　３　実務経験先の免許が変更されているときは、区別して記載すること。

　　年　　月　　日まで

              年　    月間

免 許 証 番 号

　　　　    年　　月　　日から

　　年　　月　　日まで

　１　証明は実務経験先の宅地建物取引業者等が行うものとし、申請者が宅地建物取引業者（法人であるときは、そ

商号又は名称

              年　    月間

免 許 証 番 号

商号又は名称

免 許 証 番 号

証　　　　　明　　　　　者

　　年　　月　　日まで

              年　    月間

商号又は名称

　　　　    年　　月　　日から

実　務　経　験　先　及　び　在　職　期　間

　　　　    年　　月　　日から

国土交通大臣
（ ）第 号
知事

国土交通大臣
（ ）第 号
知事

国土交通大臣
（ ）第 号
知事

 

 

様式第六号（第 14 条の 3 関係）                         （A4） 

 

誓    約    書 

 

  

  

私は、宅地建物取引業法第 18条第 1項第 3 号から第 12号までに 
 

該当しない者であることを誓約します。 

 

 

 

年   月   日 
 

 

 

 

氏  名            
 
 
 
 
 
 
 
 

東 京 都 知 事 殿 
 

－16－ －17－



第４号様式（第 14 条関係） 

 
許    可    書 

 

 

年   月   日 

 

東 京 都 知 事 殿 

  

  

申請者 住  所                  

    氏  名                  

生年月日     年    月    日  

  

私は、上記申請者の法定代理人として、上記申請者が宅地建物取引業 
 

に従事することを許可します。 

 
 

法定代理人 

 

住  所                     

 

氏  名                 

 

 

住  所                       

 

氏  名                 

           年  月  日   

東京都知事 殿 
  
                       所在地 
                       商号又は名称 
                       代表者氏名 
                       免許証番号 国土交通大臣 （  ）        号 

                                    知事 
 

業務内容証明書 
 

下記のとおり、従事する業務内容について証明します。 
 
記 

１． 氏名 
 

２． 住所 
 

３． 生年月日        年    月    日 
 

４． 入社年月日       年    月    日 
 

５． 従事期間        年    月間 
 

所属部署 
   

業務内容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

従事期間     年  月  日から 
    年  月  日まで 

    年  月  日から 
    年  月  日まで 

    年  月  日から 
    年  月  日まで 

 

者 代 

印 表 

－18－ －19－



第４号様式（第 14 条関係） 

 
許    可    書 

 

 

年   月   日 

 

東 京 都 知 事 殿 

  

  

申請者 住  所                  

    氏  名                  

生年月日     年    月    日  

  

私は、上記申請者の法定代理人として、上記申請者が宅地建物取引業 
 

に従事することを許可します。 

 
 

法定代理人 

 

住  所                     

 

氏  名                 

 

 

住  所                       

 

氏  名                 

－18－ －19－



（A 4）

年 月 日

年 月 日

受  付  番  号

◎申請者に関する事項

確認欄

都道府県 市郡区 区町村

確認欄

都道府県 市郡区 区町村

確認欄

確認欄

年

年 日

年

月

商 号 又 は 名 称

免　許　証　番　号

変　更　年　月　日

商 号 又 は 名 称

14 変　更　年　月　日 月

変
更
後

本籍市区町村コード

変　更　年　月　日

変更前 住　所

変
 
更
 
後

郵　便　番  号

住所市区町村コード

電　話　番　号

申請者 氏　　名

生年月日

月

変
更
前

フリガナ

氏　　名

様式第七号（第14条の7関係）

宅地建物取引士資格登録簿
変 更 登 録 申 請 書

東　京　都　知　事　殿

3

変更前 本　籍

◎業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項

免　許　証　番　号

変
更
後 本　　　　籍

日

変
更
後

フ　リ　ガ　ナ

氏　　　　　名

国 土 交 通 大 臣

日

3

１ ３

0

申請時の登録番号

宅地建物取引業法第20条の規定により、下記の事項について変更の登録を申請します。

11

項番

変　更　年　月　日

受  付  年  月  日

日

年

日年 月

月

知 事

12

変　更　年　月　日13

住         所

変
更
前

* *

＊

＊

＊

＊

第 号

 

誓    約    書 

 
年   月   日 

 
 

東 京 都 知 事 殿 

  
  
  
  

国 籍・地 域                         
 

居  住  地                         
( ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ ) 

氏    名                         
( ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ ) 

通  称  名                         
 

生 年 月  日        年      月      日  
 

  
  

私は、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者ではなく、かつ、破産

手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことを誓約します。 

  

－20－ －21－



（A 4）

年 月 日

年 月 日

受  付  番  号

◎申請者に関する事項

確認欄

都道府県 市郡区 区町村

確認欄

都道府県 市郡区 区町村

確認欄

確認欄

年

年 日

年

月

商 号 又 は 名 称

免　許　証　番　号

変　更　年　月　日

商 号 又 は 名 称

14 変　更　年　月　日 月

変
更
後

本籍市区町村コード

変　更　年　月　日

変更前 住　所

変
 
更
 
後

郵　便　番  号

住所市区町村コード

電　話　番　号

申請者 氏　　名

生年月日

月

変
更
前

フリガナ

氏　　名

様式第七号（第14条の7関係）

宅地建物取引士資格登録簿
変 更 登 録 申 請 書

東　京　都　知　事　殿

3

変更前 本　籍

◎業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項

免　許　証　番　号

変
更
後 本　　　　籍

日

変
更
後

フ　リ　ガ　ナ

氏　　　　　名

国 土 交 通 大 臣

日

3

１ ３

0

申請時の登録番号

宅地建物取引業法第20条の規定により、下記の事項について変更の登録を申請します。

11

項番

変　更　年　月　日

受  付  年  月  日

日

年

日年 月

月

知 事

12

変　更　年　月　日13

住         所

変
更
前

* *

＊

＊

＊

＊

第 号

 

誓    約    書 

 
年   月   日 

 
 

東 京 都 知 事 殿 

  
  
  
  

国 籍・地 域                         
 

居  住  地                         
( ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ ) 

氏    名                         
( ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ ) 

通  称  名                         
 

生 年 月  日        年      月      日  
 

  
  

私は、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者ではなく、かつ、破産

手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないことを誓約します。 

  

－20－ －21－



退 職 証 明 書 
 
 
 

氏    名    
 
 

生 年 月 日       年  月  日 
 
 
上記の者は、    年  月  日付けをもって退職したことを証します。 
 
 
 
 
 
 
       年   月   日 
 

東 京 都 知 事 殿 
 
 
 
 

所 在 地 
 

商号又は名称 
 
免許証番号 東京都知事免許 （  ）      号 

国土交通大臣免許 
代表者氏名 

 代表者印 

入 社 証 明 書 
 
 
 

氏    名    
 
 

生 年 月 日       年  月  日 
 
 
上記の者は、    年  月  日付けをもって当社に入社し、現在に 

至っていることを証します。 
 
 
 
 
 
 
       年   月   日 
 

東 京 都 知 事 殿 
 
 
 
                   

      所 在 地 
 

商号又は名称 
 
免許証番号 東京都知事免許 （  ）      号 

国土交通大臣免許 
代表者氏名 

 代表者印 

－22－ －23－



退 職 証 明 書 
 
 
 

氏    名    
 
 

生 年 月 日       年  月  日 
 
 
上記の者は、    年  月  日付けをもって退職したことを証します。 
 
 
 
 
 
 
       年   月   日 
 

東 京 都 知 事 殿 
 
 
 
 

所 在 地 
 

商号又は名称 
 
免許証番号 東京都知事免許 （  ）      号 

国土交通大臣免許 
代表者氏名 

 代表者印 

入 社 証 明 書 
 
 
 

氏    名    
 
 

生 年 月 日       年  月  日 
 
 
上記の者は、    年  月  日付けをもって当社に入社し、現在に 

至っていることを証します。 
 
 
 
 
 
 
       年   月   日 
 

東 京 都 知 事 殿 
 
 
 
                   

      所 在 地 
 

商号又は名称 
 
免許証番号 東京都知事免許 （  ）      号 

国土交通大臣免許 
代表者氏名 

 代表者印 

－22－ －23－



 

出 向 解 除 証 明 書 
 
 
 

氏    名    
 
 

生 年 月 日      年   月   日 
 
 
上記の者は、                              
 
                            
                
へ出向させていましたが    年  月  日付けをもって出向を解除した

ことを証します。 
 
 
 
 
       年   月   日 
 

東 京 都 知 事 殿 
 
 
 

所 在 地 
 

商号又は名称 
 
免許証番号 東京都知事免許 （  ）      号 

国土交通大臣免許 
代表者氏名 

 代表者印 

 

出 向 証 明 書 
 
 
 

氏    名    
 
 

生 年 月 日       年  月  日 
 
 
上記の者は、    年  月  日付けをもって 
   

                                
                            
 
へ出向させたことを証します。 
 
 
 
 
       年   月   日 
 

東 京 都 知 事 殿 
 
 
 

所 在 地 
 

商号又は名称 
 
免許証番号 東京都知事免許 （  ）      号 

国土交通大臣免許 
代表者氏名 

 代表者印 

－24－ －25－



 

出 向 解 除 証 明 書 
 
 
 

氏    名    
 
 

生 年 月 日      年   月   日 
 
 
上記の者は、                              
 
                            
                
へ出向させていましたが    年  月  日付けをもって出向を解除した

ことを証します。 
 
 
 
 
       年   月   日 
 

東 京 都 知 事 殿 
 
 
 

所 在 地 
 

商号又は名称 
 
免許証番号 東京都知事免許 （  ）      号 

国土交通大臣免許 
代表者氏名 

 代表者印 

 

出 向 証 明 書 
 
 
 

氏    名    
 
 

生 年 月 日       年  月  日 
 
 
上記の者は、    年  月  日付けをもって 
   

                                
                            
 
へ出向させたことを証します。 
 
 
 
 
       年   月   日 
 

東 京 都 知 事 殿 
 
 
 

所 在 地 
 

商号又は名称 
 
免許証番号 東京都知事免許 （  ）      号 

国土交通大臣免許 
代表者氏名 

 代表者印 

－24－ －25－



（A 4）

東　京　都　知　事　殿

申請者

移転前の都道府県知事 移転前の都道府県知事

の受付番号 の受付年月日 移転前の登録番号

移転後の都 移転後の都道府県知事 移転後の都道府県知事

道府県知事 の受付番号 の受付年月日 移転後の登録番号

◎申請者に関する事項

都道府県 市郡区 区町村

都道府県 市郡区 区町村

確認欄

確認欄

証　　　　　紙　　　　　欄

　ではないので、御注意ください。

年     月    　日

宅地建物取引業法第19条の2の規定により、登録の移転を申請します。

年

ヨコ2.4cm

顔の大きさ

　　2cm程度

裏面に氏名記入

11

◎移転後において業務に従事し、又は従事しようとする宅地建物取引業者に関する事項

日

◎移転に関する事項

2 0

項番

3

フ　リ　ガ　ナ

郵便番号（　　　　　　）

氏　名

カラー写真

タテ3.0cm

１．男　２．女性  別月

住         所

商 号 又 は 名 称

電　話　番　号

本籍市区町村コード

本　　　　籍

免　許　証　番　号

12

生　年  月  日

郵　便　番  号

住所市区町村コード

様式第六号の二（第14条の5関係）

移転前の都道府県知事 移 転 の 理 由

ただし、東京都にあっては、現現金金納納入入です。証紙

（消印してはならない）

登  録  移  転  申  請  書

住　所

氏　　　　　名

* *

＊

＊

* * *

*

* **

（A 4）

年 月 日

（ ）

申請者

氏　　名

電話番号 （ ） －

受　付　番　号 受 付 年 月 日 申請時の登録番号

 確認欄

様式第七号の四（第14条の13関係）

住　　所

変更に係る事項

受 講 年 月 日

住　　　　　　所

1 3

（ フ リ ガ ナ ）
氏　　 　 　　名

宅 地 建 物 取 引 士 証 書 換 え 交 付 申 請 書

06

宅地建物取引士証記載事項を下記のとおり変更しましたので、宅地建物取引業法施行規則第14条

の13の規定により、宅地建物取引士証の書換え交付を申請します。

変 更 後 変 更 前

3

交 付 年 月 日

東 京 都 知 事 殿

郵便番号

** **

**

*

－26－ －27－



（A 4）

東　京　都　知　事　殿

申請者

移転前の都道府県知事 移転前の都道府県知事

の受付番号 の受付年月日 移転前の登録番号

移転後の都 移転後の都道府県知事 移転後の都道府県知事

道府県知事 の受付番号 の受付年月日 移転後の登録番号

◎申請者に関する事項

都道府県 市郡区 区町村

都道府県 市郡区 区町村

確認欄

確認欄

証　　　　　紙　　　　　欄

　ではないので、御注意ください。

年     月    　日

宅地建物取引業法第19条の2の規定により、登録の移転を申請します。

年

ヨコ2.4cm

顔の大きさ

　　2cm程度

裏面に氏名記入

11

◎移転後において業務に従事し、又は従事しようとする宅地建物取引業者に関する事項

日

◎移転に関する事項

2 0

項番

3

フ　リ　ガ　ナ

郵便番号（　　　　　　）

氏　名

カラー写真

タテ3.0cm

１．男　２．女性  別月

住         所

商 号 又 は 名 称

電　話　番　号

本籍市区町村コード

本　　　　籍

免　許　証　番　号

12

生　年  月  日

郵　便　番  号

住所市区町村コード

様式第六号の二（第14条の5関係）

移転前の都道府県知事 移 転 の 理 由

ただし、東京都にあっては、現現金金納納入入です。証紙

（消印してはならない）

登  録  移  転  申  請  書

住　所

氏　　　　　名

* *

＊

＊

* * *

*

* **

－26－ －27－



（A 4）

証　　　　　紙　　　　　欄

（消印してはならない）

ただし、東京都にあっては、現現金金納納入入です。証紙

ではないので、御注意ください。

カラー写真 年 月 日

タテ3.0cm

ヨコ2.4cm

顔の大きさ （ ）

2cm程度 申請者

裏面に氏名記入

申請の種類 1．新　　　規

2．更　　　新

3．登録の移転

受　付　番　号 受 付 年 月 日 申請時の登録番号

電話番号　（ ） －

（ ） 第 号

 確認欄

0

宅 地 建 物 取 引 士 証
交 付 申 請 書

郵便番号

東 京 都 知 事 殿

様式第七号の二の二（第14条の10関係）

3 5

下記により、宅地建物取引士証の交付を申請します。

住　所

氏　名

受 講 年 月 日

住　　　　　所

1 3

氏　　　　　名

生   年   月   日 年 月 日

 業務に従事している
商 号 又 は 名 称

 宅地建物取引業者

 に関する事項
免　許　証　番　号

新　規　の　場　合
試験の合格後１年を経 い る

過しているか否かの別 い な い

月 日
移  転  の  場  合 取引士証の有効期限

更 新 又 は 登 録 の 現に有する宅地建物
年

** **

**

*

（フ リ ガ ナ）

国土交通 大 臣

知 事

１年を経過して

就 労 証 明 書 
 
 

氏      名 
 

生 年 月 日 
 
  現 住 所 
 
  従事している 
  事 務 所 名 
  及 び 部 課 名 
 
  従事している 
  事務所所在地 
 
 
  上記の者は、    年  月  日から当社に在籍し、現在宅地建物取引業に

従事していることを証します。    
 
 

   年   月   日 
 

東 京 都 知 事 殿 
 
 

所 在 地 
 

商号又は名称 
 
免許証番号 東京都知事免許 （  ）      号 

国土交通大臣免許 
代表者氏名 

 代表者印 

－28－ －29－



（A 4）

証　　　　　紙　　　　　欄

（消印してはならない）

ただし、東京都にあっては、現現金金納納入入です。証紙

ではないので、御注意ください。

カラー写真 年 月 日

タテ3.0cm

ヨコ2.4cm

顔の大きさ （ ）

2cm程度 申請者

裏面に氏名記入

申請の種類 1．新　　　規

2．更　　　新

3．登録の移転

受　付　番　号 受 付 年 月 日 申請時の登録番号

電話番号　（ ） －

（ ） 第 号

 確認欄

0

宅 地 建 物 取 引 士 証
交 付 申 請 書

郵便番号

東 京 都 知 事 殿

様式第七号の二の二（第14条の10関係）

3 5

下記により、宅地建物取引士証の交付を申請します。

住　所

氏　名

受 講 年 月 日

住　　　　　所

1 3

氏　　　　　名

生   年   月   日 年 月 日

 業務に従事している
商 号 又 は 名 称

 宅地建物取引業者

 に関する事項
免　許　証　番　号

新　規　の　場　合
試験の合格後１年を経 い る

過しているか否かの別 い な い

月 日
移  転  の  場  合 取引士証の有効期限

更 新 又 は 登 録 の 現に有する宅地建物
年

** **

**

*

（フ リ ガ ナ）

国土交通 大 臣

知 事

１年を経過して

就 労 証 明 書 
 
 

氏      名 
 

生 年 月 日 
 
  現 住 所 
 
  従事している 
  事 務 所 名 
  及 び 部 課 名 
 
  従事している 
  事務所所在地 
 
 
  上記の者は、    年  月  日から当社に在籍し、現在宅地建物取引業に

従事していることを証します。    
 
 

   年   月   日 
 

東 京 都 知 事 殿 
 
 

所 在 地 
 

商号又は名称 
 
免許証番号 東京都知事免許 （  ）      号 

国土交通大臣免許 
代表者氏名 

 代表者印 

－28－ －29－



（A 4）

証　　　　　紙　　　　　欄

（消印してはならない）

ただし、東京都にあっては、現現金金納納入入です。証紙

ではないので、御注意ください。

年 月 日

東　京　都　知　事　殿
 確認欄

郵便番号 （ ）

申請者 住　　所

氏　　名

電話番号 （ ） －

受　付　番　号 受 付 年 月 日 申請時の登録番号

受 講 年 月 日

１.亡失 ２.滅失 ３.汚損 ４.破損 ５.その他の事由

届出日 届出警察署名 電話番号 受理番号

年 月 日

1

宅 地 建 物 取 引 士 証
再 交 付 申 請 書

3

再交付を申請する理由

住　　　　　　　所

氏　　　　　　　名

生   年   月   日

宅地建物取引業法施行規則第14条の 15の規定により、下記のとおり宅地建物取引士証の

日年 月

3 7 0

様式第七号の五（第14条の15関係）

再交付を申請します。

** ***

**

*

（フ リ ガ ナ）

第４号様式の４（第15条の7関係）

速やかに返納します。

年 月 日

殿

届出者 住　　所

氏　　名

記

生 年 月 日

宅地建物取引士証紛失届

警察署

亡　失　　・　　滅　失　　・　　盗　難

電 話 番 号 受 理 番 号届 出 警 察 署 名届 出 日

東京都宅地建物取引業法施行細則第15条の7の規定により、下記のとおり届け出ます。

なお、宅地建物取引士証を発見した場合は、宅地建物取引業法第22条の2第6項の規定により、

東 京 都 知 事

届　出　理　由

氏 名

日月年

日

登 録 年 月 日

年 月 日

月

日

発 行 番 号

満 了 年 月 日

月年(東京）第 号

月交 付 年 月 日

登 録 番 号

年 日 年

－30－ －31－



（A 4）

証　　　　　紙　　　　　欄

（消印してはならない）

ただし、東京都にあっては、現現金金納納入入です。証紙

ではないので、御注意ください。

年 月 日

東　京　都　知　事　殿
 確認欄

郵便番号 （ ）

申請者 住　　所

氏　　名

電話番号 （ ） －

受　付　番　号 受 付 年 月 日 申請時の登録番号

受 講 年 月 日

１.亡失 ２.滅失 ３.汚損 ４.破損 ５.その他の事由

届出日 届出警察署名 電話番号 受理番号

年 月 日

1

宅 地 建 物 取 引 士 証
再 交 付 申 請 書

3

再交付を申請する理由

住　　　　　　　所

氏　　　　　　　名

生   年   月   日

宅地建物取引業法施行規則第14条の 15の規定により、下記のとおり宅地建物取引士証の

日年 月

3 7 0

様式第七号の五（第14条の15関係）

再交付を申請します。

** ***

**

*

（フ リ ガ ナ）

第４号様式の４（第15条の7関係）

速やかに返納します。

年 月 日

殿

届出者 住　　所

氏　　名

記

生 年 月 日

宅地建物取引士証紛失届

警察署

亡　失　　・　　滅　失　　・　　盗　難

電 話 番 号 受 理 番 号届 出 警 察 署 名届 出 日

東京都宅地建物取引業法施行細則第15条の7の規定により、下記のとおり届け出ます。

なお、宅地建物取引士証を発見した場合は、宅地建物取引業法第22条の2第6項の規定により、

東 京 都 知 事

届　出　理　由

氏 名

日月年

日

登 録 年 月 日

年 月 日

月

日

発 行 番 号

満 了 年 月 日

月年(東京）第 号

月交 付 年 月 日

登 録 番 号

年 日 年
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（A 4）

　　知　事　　殿

届出者

氏　　名

受　付　番　号 受 付 年 月 日 届出時の登録番号

１． 死亡

国土交通大臣

様式第七号の二（第14条の7の2関係）

宅 地 建 物 取 引 士 死 亡 等 届 出 書

宅地建物取引士について、宅地建物取引業法第21条の規定により、次のとおり届け出ます。

宅地建物取引業法第18条第１項の登録

3

　　年 　　月 　　日

東 京 都

1

04

住　　所

3

確認欄

届 出 事 由 の 生 じ た 日 　　年　　　　月　　　　日

を受けている者と届出人との関係

８．法第18条第1項第7号

４．法第18条第1項第3号

２．法第18条第1項第1号

３．法第18条第1項第2号

５．法第18条第1項第4号届 出 の 理 由

６．法第18条第1項第5号

７．法第18条第1項第6号

９．法第18条第1項第8号

10．法第18条第1項第12号

商 号 又 は 名 称

免 許 証 番 号

宅地建物取引業法第18条第１項の登録

を受けている者の氏名

　　年　　　　月　　　　日

　　年　　　　月　　　　日

本　　　　　　　籍

住　　　　　　　所

生 年 月 日

登 録 年 月 日

** **

1.相続人 2.本 人 3.法定代理人 4.同居の親族

1.男 2.女性 別

業務に従事する（又は

していた）宅地建物取

引業者に関する事項
知事

（ ）第 号

＊

第４号様式の３（第 15 条の 6 関係） 

 

 

登登 録録 消消 除除 申申 請請 書書  

 

 

宅地建物取引業法第 22条第 1号の規定により、同法第 18 条第 1項の登録の消除を申請します。 

 

 

 

年   月   日 
 

東 京 都 知 事 殿 
郵便番号（      ） 

申請者 住  所 
 
     氏  名               

 
 
 

消 除 の 理 由 
 

登 録 番 号 （東京）  第            号 

氏 名 
 

生 年 月 日 年    月    日 

本 籍 
 

消 除 年 月 日 年    月    日 
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届出者

氏　　名

受　付　番　号 受 付 年 月 日 届出時の登録番号

１． 死亡

国土交通大臣

様式第七号の二（第14条の7の2関係）

宅 地 建 物 取 引 士 死 亡 等 届 出 書

宅地建物取引士について、宅地建物取引業法第21条の規定により、次のとおり届け出ます。

宅地建物取引業法第18条第１項の登録

3

　　年 　　月 　　日

東 京 都

1

04

住　　所

3

確認欄

届 出 事 由 の 生 じ た 日 　　年　　　　月　　　　日

を受けている者と届出人との関係

８．法第18条第1項第7号

４．法第18条第1項第3号

２．法第18条第1項第1号

３．法第18条第1項第2号
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６．法第18条第1項第5号

７．法第18条第1項第6号

９．法第18条第1項第8号

10．法第18条第1項第12号

商 号 又 は 名 称

免 許 証 番 号

宅地建物取引業法第18条第１項の登録

を受けている者の氏名

　　年　　　　月　　　　日

　　年　　　　月　　　　日

本　　　　　　　籍

住　　　　　　　所

生 年 月 日

登 録 年 月 日

** **

1.相続人 2.本 人 3.法定代理人 4.同居の親族

1.男 2.女性 別

業務に従事する（又は

していた）宅地建物取

引業者に関する事項
知事

（ ）第 号

＊

第４号様式の３（第 15 条の 6 関係） 

 

 

登登 録録 消消 除除 申申 請請 書書  

 

 

宅地建物取引業法第 22条第 1号の規定により、同法第 18 条第 1項の登録の消除を申請します。 

 

 

 

年   月   日 
 

東 京 都 知 事 殿 
郵便番号（      ） 

申請者 住  所 
 
     氏  名               

 
 
 

消 除 の 理 由 
 

登 録 番 号 （東京）  第            号 

氏 名 
 

生 年 月 日 年    月    日 

本 籍 
 

消 除 年 月 日 年    月    日 
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